
は
じ
め
に

（
１
）

明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
三
月
の
三
菱
の
丸
の
内
払
下
受
諾
は
、
一
二
八
万

円
と
い
う
破
格
の
金
額
、
八
万
坪
と
い
う
広
大
な
面
積
、
日
本
最
初
の
洋
風
ビ
ジ

ネ
ス
街
の
建
設
と
い
う
斬
新
な
構
想
か
ら
、
そ
の
起
案
者
、
成
算
の
有
無
な
ど
、

払
下
受
諾
の
真
意
を
め
ぐ
り
関
心
が
集
め
ら
れ
て
き
た
。
丸
の
内
払
下
を
め
ぐ
り

多
く
の
著
書
が
書
か
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
払
下
を
め
ぐ
る
確
証
を
欠
く

話
が
、
引
用
を
重
ね
る
内
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
も
見
受

け
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
明
治
三
年
か
ら
二
六
年
ま
で
の
、
三
菱
の
東
京
に
お
け
る
不
動
産
買

入
動
向
と
丸
の
内
払
下
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

初
め
に
、
明
治
初
年
か
ら
丸
の
内
払
下
以
前
ま
で
の
不
動
産
買
入
動
向
に
つ
い

て
概
括
し
、
次
に
、
三
菱
に
お
け
る
丸
の
内
払
下
に
つ
い
て
、
史
料
か
ら
明
ら
か

に
な
る
事
実
を
確
定
し
、
払
下
に
関
す
る
諸
説
の
再
検
討
を
行
う
。

第
一
節

三
菱
の
東
京
の
不
動
産
買
入
動
向

１

不
動
産
買
入
動
向
―
―
明
治
三
年
か
ら
一
八
年
ま
で

明
治
零
年
代
の
三
菱
で
は
、
三
年
一
一
月
に
、
南
茅
場
町
（
第
一
大
区
一
五
小

区
、
後
に
日
本
橋
区
）
を
事
業
用
と
し
て
買
入
れ
た
の
を
最
初
に
、
六
年
九
月
以

降
に
は
、
湯
島
梅
園
町
（
第
四
大
区
五
小
区
、
後
に
本
郷
区
）
を
社
長
岩
崎
弥
太

郎
の
邸
宅
と
し
て
買
入
れ
、
八
年
一
〇
月
に
は
、
霊
岸
島
銀
町
（
第
一
大
区
一
六

小
区
、
後
に
京
橋
区
）
を
商
船
学
校
用
地
と
し
て
下
渡
し
を
受
け
、
東
京
で
の
拠

（
２
）

点
作
り
を
進
め
た
。

明
治
一
〇
年
代
に
入
る
と
、
一
一
年
六
月
に
は
一
色
町
（
第
六
大
区
一
三
小
区
、

後
に
深
川
区
）
を
為
替
店
用
と
し
て
、
一
二
年
四
月
に
は
荏
原
郡
品
川
宿
を
海
運

用
と
し
て
買
入
れ
、
更
に
、
弥
太
郎
の
邸
宅
で
あ
る
湯
島
邸
や
茅
町
邸
、
弥
之
助

（
３
）

の
邸
宅
で
あ
る
駿
河
台
邸
、
幹
部
邸
宅
用
の
不
動
産
を
買
入
れ
た
。
事
業
用
と
邸

宅
用
の
不
動
産
を
買
入
れ
る
一
方
で
、
一
〇
年
一
〇
月
以
降
に
は
、
寺
島
村
・
隅

三
菱
の
東
京
に
お
け
る
不
動
産
買
入

―
―
丸
の
内
払
下
を
め
ぐ
る
諸
説
再
考

森

田

貴

子

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
九
号

二
〇
〇
五
年
三
月
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田
村
（
第
一
一
大
区
一
小
区
、
後
に
葛
飾
郡
、
南
葛
飾
郡
）
の
土
地
と
、
一
一
年

四
月
以
降
に
は
、
駒
込
村
（
第
四
大
区
一
二
小
区
、
後
に
北
豊
島
郡
）
の
土
地
を

集
中
的
に
買
入
れ
た
。
そ
こ
で
事
業
用
以
外
に
買
入
れ
た
南
葛
飾
郡
隅
田
村
・
寺

島
村
と
本
郷
区
駒
込
・
北
豊
島
郡
駒
込
村
の
不
動
産
買
入
か
ら
一
〇
年
代
の
三
菱

の
不
動
産
買
入
方
針
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
。

�

南
葛
飾
郡
隅
田
村
・
寺
島
村
の
土
地
買
入

三
菱
で
は
、
明
治
一
〇
年
一
〇
月
か
ら
一
五
年
四
月
ま
で
に
、
隅
田
村
・
寺
島

村
の
「
田
地
」
を
、
六
町
八
反
七
畝
、
買
入
代
金
二
三
六
五
円
一
九
銭
三
厘
で
買

（
４
）

入
れ
た
。
買
主
名
義
の
多
く
は
、
後
に
差
配
人
と
な
る
坂
田
義
信
で
あ
り
、
翌
月
、

岩
崎
弥
太
郎
名
義
へ
地
券
書
換
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
代
理
人
に
よ
る
土
地

（
５
）

買
入
方
法
か
ら
は
、
当
時
、
政
商
と
し
て
名
高
く
な
っ
て
い
た
岩
崎
弥
太
郎
が
買

主
で
あ
る
こ
と
を
売
主
に
知
ら
せ
ず
、
売
主
が
不
当
な
高
額
を
提
示
し
な
い
よ
う
、

（
６
）

警
戒
し
て
買
入
交
渉
を
進
め
た
こ
と
と
、
土
地
買
入
が
、
売
主
か
ら
三
菱
へ
の
買

取
り
依
頼
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
三
菱
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
三
菱
は
、
一
〇
年
、
一
五
年
に
は
、
所
有
地
と
番
地
の
近
い
地
主
と
隅

田
村
の
「
田
地
」
の
交
換
を
行
っ
て
お
り
、
一
定
地
域
を
集
積
す
る
方
針
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

買
入
時
点
で
の
隅
田
村
・
寺
島
村
の
土
地
利
用
計
画
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

明
治
一
一
年
三
月
二
三
日
、
会
計
勘
定
方
浅
田
正
文
が
、
社
長
・
管
事
・
会
計
方

に
提
出
し
た
「
隅
田
寺
島
村
田
地
小
作
貸
付
方
」
に
関
す
る
伺
い
は
、
隅
田
村
・

寺
島
村
で
地
主
経
営
を
行
っ
た
場
合
の
試
算
を
行
い
、
反
別
面
積
、
貸
付
小
作
米
、

一
反
当
り
の
収
入
、
見
積
り
売
却
代
金
、
地
租
・
区
入
費
等
の
諸
費
、
一
年
間
の

収
額
残
金
を
算
出
し
、
買
入
代
金
二
〇
五
〇
円
に
対
し
「
年
七
分
七
厘
三
毛
」
の

利
回
り
に
当
る
と
推
定
し
た
。
こ
の
試
算
を
ふ
ま
え
て
、
浅
田
は
「
即
今
、
建
築

御
着
手
之
御
模
様
ニ
モ
無
之
ニ
付
、
小
作
貸
付
之
義
、
向
人
ヲ
以
取
調
候
処
…
…
、

小
作
願
人
有
之
よ
し
、
右
概
算
候
処
、
勘
定
書
之
通
ニ
御
座
候
間
、
差
向
御
用
ニ

無
之
ニ
て
、
最
早
、
田
地
仕
付
ケ
之
季
節
ニ
モ
相
成
候
間
、
入
用
之
節
ハ
何
時
ニ

（
７
）

而
モ
引
上
ケ
之
約
束
ニ
致
シ
、
御
貸
付
相
成
而
ハ
如
何
御
座
候
哉
」
と
の
伺
い
を

提
出
し
た
。「
建
築
御
着
手
之
御
模
様
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
買
入
当
初
に
は
建

築
予
定
が
あ
っ
た
と
も
推
定
さ
れ
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
「
田
地
」
は
放
置
さ
れ

て
お
り
、「
最
早
、
田
地
仕
付
ケ
之
季
節
」
に
押
さ
れ
て
、
小
作
貸
付
の
収
支
予

算
の
試
算
と
、「
立
退
」
契
約
を
付
し
た
小
作
貸
付
が
提
案
さ
れ
、
地
主
経
営
が

実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

�

本
郷
区
駒
込
・
北
豊
島
郡
駒
込
村
の
土
地
買
入

三
菱
で
は
、
本
郷
区
駒
込
上
富
士
前
町
・
駒
込
片
町
、
北
豊
島
郡
駒
込
村
・
駒

込
町
、
小
石
川
区
巣
鴨
駕
籠
町
・
巣
鴨
一
丁
目
・
二
丁
目
の
宅
地
・
畑
・
建
物
を
、

判
明
す
る
買
入
金
額
で
、
明
治
一
一
年
四
月
か
ら
一
八
年
五
月
ま
で
に
二
万
四
九

六
八
円
、
一
九
年
七
月
か
ら
二
四
年
一
一
月
ま
で
に
三
万
一
四
六
〇
円
分
を
買
い

（
８
）

集
め
た
。

地
所
係
へ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
買
入
地
は
、
小
石
川
区
巣
鴨
一
丁
目

で
は
、
明
治
一
四
年
四
月
か
ら
一
五
年
四
月
ま
で
は
「
壱
ヶ
年
間
、
無
地
代
を
以
、

耕
作
」
さ
れ
て
お
り
、
四
月
以
降
も
、「
手
入
方
行
届
不
申
ニ
付
、
當
分
之
中
、

（
９
）

猶
、
植
樹
方
、
為
致
置
」、
荒
地
と
な
る
こ
と
を
防
い
で
い
る
状
態
で
、
事
実
上
、

放
置
さ
れ
て
い
た
。
一
二
年
一
二
月
に
買
入
れ
ら
れ
た
北
豊
島
郡
駒
込
村
も
、
一

五
年
四
月
ま
で
は
、「
當
邸
（
駒
込
邸
：
筆
者
注
）
人
足
ヲ
以
、
草
苅
手
入
方
等
、

（
�
）

致
シ
来
」
て
、
荒
地
に
な
ら
な
い
よ
う
、
草
刈
程
度
の
管
理
が
な
さ
れ
て
い
た
。

（
�
）

（
�
）

明
治
一
五
年
八
月
、
三
菱
社
員
岡
野
正
路
に
駒
込
邸
差
配
人
が
交
代
す
る
と
、

「
追
々
整
頓
之
上
、
当
方
ニ
而
引
取
り
、
手
入
方
為
致
申
見
込
」
で
あ
る
こ
と
が
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報
告
さ
れ
、
駒
込
村
は
、
一
〇
月
か
ら
「
百
姓
壱
名
取
切
ニ
致
し
、
手
入
方
専

（
�
）

業
」
に
し
、
巣
鴨
一
丁
目
も
「
追
々
、
右
同
様
致
ス
積
」
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
、

差
配
人
に
よ
る
土
地
管
理
が
具
体
化
さ
れ
て
き
た
。
一
六
年
九
月
に
は
、
駒
込
村

か
ら
小
石
川
区
巣
鴨
一
丁
目
に
い
た
る
「
新
道
開
鑿
」
が
東
京
府
へ
出
願
さ
れ
、

（
�
）

一
七
年
一
月
、
道
路
竣
工
届
が
提
出
さ
れ
た
。
同
年
四
月
に
は
、「
駒
込
片
町
分

弐
番
地
、
同
三
番
地
ェ
、
貸
長
屋
建
築
」
を
し
た
た
め
、「
畑
」
か
ら
「
宅
地
」

（
�
）

へ
の
地
目
変
更
届
が
出
さ
れ
た
。
三
菱
で
は
、
買
入
後
放
置
し
て
あ
っ
た
駒
込
地

域
を
、
一
六
年
九
月
以
降
、
貸
家
経
営
を
計
画
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
か
ら
、
明
治
一
〇
年
代
の
、
三
菱
の
東
京
の
不
動
産
買
入
は
、
買
入
当
初

に
は
、
具
体
的
な
計
画
は
う
か
が
え
ず
、「
田
」、「
畑
」、「
宅
地
」
の
何
れ
で
あ

れ
、
法
定
地
価
も
、
坪
当
り
買
入
金
額
も
安
価
な
、
旧
武
家
地
に
あ
た
る
本
郷
区
、

小
石
川
区
や
東
京
府
郡
部
を
選
択
し
て
土
地
を
買
入
れ
た
。
そ
の
後
、
小
作
貸
付

や
貸
家
経
営
が
計
画
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
明
治
一
〇
年
代
の
三
菱
の
不
動
産
経
営
に
つ
い
て
、
地
所
係
来
翰
か

（
�
）

ら
、
一
点
を
確
認
を
し
て
お
く
。
一
三
年
の
地
所
係
来
翰
に
は
、
現
在
、
一
一
点

の
書
簡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、
人
事
に
関
す
る
書
簡
三
点
に
は
、
す
べ
て

岩
崎
印
が
あ
り
、
三
菱
内
部
の
人
事
に
は
、
た
と
え
差
配
人
の
任
命
で
あ
ろ
う
と
、

社
長
の
認
可
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
管
事
印
が
あ
る
も
の
は
三

（
�
）

点
だ
け
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
も
荘
田
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
一
五
年
の
来
翰

一
二
二
通
の
内
、
地
券
関
係
の
書
簡
に
は
岩
崎
印
が
あ
る
。
管
事
印
は
、
石
川
七

財
の
も
の
が
一
件
あ
る
以
外
は
、
す
べ
て
荘
田
印
で
あ
る
。
先
の
隅
田
村
・
寺
島

村
で
の
水
害
の
際
の
、
葉
書
、
伺
い
す
べ
て
に
、
荘
田
印
が
押
さ
れ
、
水
害
報
告

に
は
岩
崎
印
も
押
さ
れ
て
お
り
、
水
害
に
よ
る
破
免
引
の
最
終
決
定
は
、
幹
部
の

（
�
）

管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
明
治
一
五
年
九
月
二
二
日
の
組
織
改
正
に
よ
っ
て
、
会
計
課

の
管
轄
下
に
地
所
方
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
一
三
年
以
来
、
管

事
荘
田
平
五
郎
が
不
動
産
経
営
と
密
接
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

２

不
動
産
買
入
動
向
―
―
明
治
一
九
年
か
ら
二
六
年
ま
で

日
本
郵
船
会
社
へ
海
運
業
を
譲
渡
し
た
後
、
明
治
一
八
年
一
一
月
か
ら
二
六
年

一
二
月
ま
で
の
時
期
に
、
三
菱
で
は
、
件
数
、
面
積
共
に
、
買
入
規
模
は
著
し
く

増
大
し
、
金
額
が
と
り
わ
け
大
き
い
丸
の
内
払
下
を
除
い
て
も
、
四
〇
万
円
分
の
、

（
�
）

東
京
の
不
動
産
を
買
入
れ
た
。
こ
の
時
期
の
不
動
産
買
入
の
特
徴
は
、
�
貸
付
用

の
不
動
産
を
買
入
れ
て
い
る
こ
と
、
�
既
に
所
有
し
て
い
る
不
動
産
の
周
辺
地
域

の
買
入
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
�
払
下
へ
の
参
加
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
丸

の
内
払
下
受
諾
以
前
の
払
下
に
つ
い
て
、
神
田
区
錦
町
と
芝
区
愛
宕
町
を
事
例
に
、

三
菱
の
払
下
受
諾
基
準
と
、
不
動
産
経
営
開
始
時
期
に
注
目
し
て
検
討
す
る
。

�

神
田
区
錦
町

明
治
一
九
年
七
月
六
日
、
内
務
大
臣
山
県
有
朋
か
ら
東
京
府
へ
、
神
田
区
錦
町

三
丁
目
一
番
地
（
一
万
三
九
坪
九
合
三
勺
、
樹
木
六
〇
〇
本
）・
二
番
地
（
一
万

三
三
〇
九
坪
四
合
四
勺
、
樹
木
一
一
一
四
本
、
柵
矢
来
、
石
）、
神
田
区
表
神
保

町
一
〇
番
地
（
六
九
〇
〇
坪
三
合
八
勺
）
の
、
文
部
省
所
轄
地
の
払
下
が
通
達
さ

（
�
）

れ
た
。
九
月
二
九
日
、
東
京
府
知
事
は
文
部
省
会
計
局
長
へ
、「
払
下
…
…
一
般

入
札
ニ
付
ス
ル
ハ
不
得
策
ニ
モ
有
之
、
己
ニ
別
紙
記
名
ノ
モ
ノ
共
出
願
致
居
、
右

ハ
何
レ
モ
資
力
ア
ル
モ
ノ
故
、
先
以
、
此
者
共
ェ
入
札
為
致
候
方
可
然
ト
存
候
」

と
、
通
達
し
た
。
こ
の
時
、
名
前
が
あ
が
っ
た
者
は
、
吉
川
経
健
、
藤
岡
好
吉
、

岩
崎
弥
之
助
、
黒
川
新
次
郎
、
川
崎
八
右
衛
門
、
西
邑
虎
四
郎
、
大
城
良
城
、
安

田
善
次
郎
、
大
倉
喜
八
郎
の
九
名
で
あ
っ
た
。
一
〇
月
一
四
日
に
入
札
が
行
わ
れ
、

三
菱
は
、
錦
町
三
丁
目
一
番
地
は
土
地
七
万
七
八
一
円
五
〇
銭
七
厘
（
七
円
五
銭
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／
坪
）、
建
物
三
五
棟
一
一
六
〇
円
一
二
銭
六
厘
、
二
番
地
は
土
地
五
万
九
八
九

二
円
四
八
銭
（
四
円
五
〇
銭
／
坪
）、
建
物
四
五
棟
六
六
七
六
円
三
七
銭
で
、
表

神
保
町
一
〇
番
地
は
土
地
三
万
五
一
九
一
円
九
三
銭
八
厘
（
五
円
一
〇
銭
／
坪
）、

建
物
四
棟
三
一
円
六
〇
銭
、
合
計
で
土
地
一
六
万
五
八
六
五
円
九
二
銭
五
厘
、
建

（
�
）

物
七
八
六
八
円
九
銭
六
厘
で
入
札
し
た
。
一
〇
月
二
三
日
、
東
京
府
知
事
か
ら
三

菱
へ
、「
代
価
見
込
ニ
適
セ
ザ
ル
廉
有
之
ニ
付
…
…
十
一
月
九
日
迄
ニ
出
願
ス
ベ

（
�
）

シ
」
と
再
入
札
が
伝
え
ら
れ
た
。
一
一
月
一
〇
日
、
再
入
札
が
行
わ
れ
た
が
、

参
加
者
は
、
西
邑
虎
四
郎
、
小
原
勝
五
郎
、
二
瓶
源
三
、
西
村
幸
三
郎
、
尾
崎
三

良
、
黒
川
新
次
郎
、
吉
川
経
健
、
森
田
忠
兵
衛
、
田
中
武
兵
衛
の
九
名
と
な
り
、

三
菱
は
参
加
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
三
菱
が
払
下
に
対
し
て
買
入
基
準
を

設
け
、
基
準
を
充
た
す
金
額
な
ら
ば
入
札
に
参
加
す
る
が
、
基
準
に
合
わ
な
い
な

ら
ば
入
札
に
参
加
せ
ず
、
東
京
府
と
い
う
土
地
柄
や
、
不
動
産
に
投
資
す
る
こ
と

を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
買
入
金
額
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

�

芝
区
愛
宕
町

明
治
一
九
年
九
月
二
七
日
、
三
菱
で
は
、
芝
区
愛
宕
町
二
丁
目
一
四
番
地
の
、

一
万
三
九
一
坪
六
合
五
勺
、
地
券
金
額
九
五
八
四
円
、
建
物
六
八
九
坪
五
合
の
土

地
・
建
物
を
、
東
京
鎮
台
陣
営
経
理
部
か
ら
引
渡
し
を
受
け
た
。
岩
崎
久
弥
総
理

（
�
）

代
人
岩
崎
弥
之
助
宛
の
「
引
渡
証
書
」
に
は
、
引
渡
条
件
も
金
額
も
記
載
さ
れ
て

お
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
更
に
二
二
年
一
〇
月
以
降
、
三
菱
で
は
芝
区
愛

（
�
）

宕
町
周
辺
の
土
地
と
建
物
の
買
入
を
進
め
た
。

こ
の
芝
区
愛
宕
町
に
つ
い
て
、
三
菱
で
は
、
明
治
一
九
年
一
一
月
八
日
に
、
村

（
�
）

瀬
十
賀
を
「
地
主
代
人
」
と
す
る
届
を
出
し
、
同
年
、
所
有
地
代
人
と
し
て
水
谷

幸
太
郎
を
届
出
て
い
る
。
そ
の
後
、
二
〇
年
四
月
一
四
日
、
三
菱
は
、「
体
操
場

ニ
御
貸
渡
候
様
」
借
地
依
頼
を
し
て
き
た
小
島
市
太
郎
へ
、「
当
方
ニ
於
テ
、
入

（
�
）

用
之
筋
有
之
候
」
と
依
頼
を
断
り
、
同
年
九
月
二
四
日
に
は
、
木
方
泰
の
「
借
地

（
�
）

御
申
込
」
依
頼
を
断
っ
て
い
る
。
二
二
年
四
月
一
五
日
、
福
沢
重
香
が
三
菱
へ
、

「
過
日
…
…
運
動
場
ニ
借
用
仕
度
旨
相
願
候
処
、
目
今
、
御
貸
与
難
相
成
御
返
答

之
処
、
右
ハ
相
当
代
価
、
御
治
定
之
上
ニ
而
、
割
坪
御
貸
附
家
屋
、
其
他
一
般
ハ

（
�
）

貸
地
ニ
可
被
成
候
御
計
画
と
の
御
事
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
菱
で

は
借
地
依
頼
を
再
び
断
わ
り
、
貸
地
・
貸
家
経
営
の
計
画
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。

（
	
）

「
明
治
廿
三
年
迄
東
京
府
下
家
屋
台
帳
」
に
は
、
二
三
年
二
月
木
造
瓦
葺
二
階

屋
三
棟
、
木
造
瓦
葺
平
屋
一
棟
に
つ
い
て
「
取
壊
届
済
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
二

四
年
一
月
一
五
日
家
屋
新
築
届
、
一
月
三
一
日
家
屋
取
壊
届
、
六
月
一
〇
日
分
水

樋
取
設
届
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
三
年
二
月
頃
か
ら
、
建
物
の
取
壊
と

新
築
が
開
始
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
同
年
四
月
二
八
日
に
、
所
有
地
代
人
・
租

税
上
納
代
人
と
し
て
届
出
さ
れ
た
浅
倉
直
三
郎
は
、
差
配
人
を
差
免
さ
れ
た
後
に
、

給
料
の
下
渡
し
を
要
求
す
る
際
、「
家
屋
無
之
原
ヲ
、
新
開
町
六
分
通
貸
渡
、
家

（


）

屋
建
築
相
成
候
も
私
尽
力
致
候
ヨ
リ
、
新
開
町
出
来
候
」
と
陳
述
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
二
三
年
四
月
頃
か
ら
、
貸
地
・
貸
家
経
営
が
開
始
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。以

上
か
ら
、
三
菱
で
は
、
芝
区
愛
宕
町
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
九
年
一
一
月
の

引
渡
し
当
初
か
ら
貸
地
・
貸
家
の
計
画
は
あ
っ
た
が
、
直
ち
に
は
着
手
せ
ず
、

度
々
の
借
地
依
頼
を
断
っ
て
い
た
。
二
三
年
二
月
頃
か
ら
、
建
物
の
取
壊
と
新
築

が
開
始
さ
れ
、
区
画
整
備
を
行
な
い
、
二
三
年
四
月
以
降
、
貸
地
・
貸
家
経
営
を

開
始
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

第
二
節

丸
の
内
払
下
に
関
す
る
諸
説
再
考
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１

丸
の
内
払
下
に
関
す
る
先
行
研
究

明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
三
月
、
三
菱
は
丸
の
内
払
下
を
受
け
た
。
丸
の
内

払
下
に
関
す
る
記
述
を
行
っ
て
い
る
著
書
は
、
膨
大
な
冊
数
に
上
る
。
そ
の
内
、

新
事
実
の
指
摘
や
評
価
を
記
し
た
著
書
と
し
て
は
、
以
下
の
六
冊
が
あ
げ
ら
れ
る
。

三
菱
地
所
関
係
者
の
雑
誌
へ
の
回
顧
を
除
け
ば
、
丸
の
内
払
下
に
関
す
る
記
述
の

多
く
は
、
こ
れ
ら
六
冊
の
著
書
の
内
、
い
ず
れ
か
を
参
照
し
て
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
。

１

「
三
菱
社
史

二
代
社
長
時
代
」（
三
菱
合
資
会
社
、
大
正
一
一
（
一
九
二

二
）
年
一
一
月
）
は
、
三
菱
が
編
纂
し
た
社
史
類
の
中
で
、
丸
の
内
払
下
に
つ
い

て
記
述
し
た
最
初
の
編
纂
物
で
あ
る
。
三
菱
の
原
史
料
を
用
い
て
記
録
し
て
い
る

こ
と
、
丸
の
内
払
下
か
ら
三
二
年
後
の
大
正
一
一
年
に
編
纂
さ
れ
、
ま
だ
丸
の
内

払
下
が
関
係
者
の
記
憶
に
残
っ
て
お
り
、
三
菱
に
と
っ
て
、
重
要
視
さ
れ
た
こ
と

を
記
録
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
三
菱
社
史

二
代
社
長
時
代
」
の
丸
の
内
払

下
に
関
す
る
記
述
の
特
徴
は
、
払
下
経
過
に
つ
い
て
は
全
く
記
述
が
無
い
こ
と
、

「
我
社
地
所
買
入
ノ
記
録
中
其
ノ
坪
数
及
ビ
価
額
ニ
於
テ
最
モ
大
ナ
ル
」
と
面
積
、

金
額
の
点
に
お
い
て
大
規
模
な
買
入
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
、
払
下
後
の

土
地
開
発
に
つ
い
て
、「
丸
ノ
内
ニ
於
ケ
ル
近
代
的
商
業
区
域
発
達
ノ
先
駆
ヲ
ナ

ス
モ
ノ
ナ
リ
」
と
、
ビ
ジ
ネ
ス
街
の
先
駆
け
と
な
っ
た
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
こ

と
、
払
下
代
金
納
入
方
法
に
関
す
る
記
述
が
多
く
、
分
割
納
入
方
法
が
詳
述
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

２

宿
利
重
一
『
荘
田
平
五
郎
』（
対
胸
舎
、
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
）
は
、

荘
田
平
五
郎
の
没
後
（
大
正
一
一
年
四
月
三
〇
日
）
一
〇
年
に
書
か
れ
た
著
書
で

あ
り
、
払
下
に
つ
い
て
具
体
的
な
記
述
を
行
っ
た
最
初
の
著
書
で
あ
る
。
伝
記
で

あ
る
た
め
、
荘
田
の
業
績
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
コ
ン
ド
ル
の
推
薦
に
よ

り
、
丸
の
内
ビ
ジ
ネ
ス
街
の
建
築
士
と
な
っ
た
曽
根
達
蔵
か
ら
の
聞
き
取
り
を

行
っ
て
お
り
、
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
録
し
て
い
る
点
で
、
後
の
記
述
に
影
響

を
与
え
た
。

３

中
田
乙
一
編
『
縮
刷

丸
の
内
今
と
昔
』（
三
菱
地
所
株
式
会
社
、
昭
和

二
七
年
、『
丸
ノ
内
今
と
昔
』
赤
星
陸
治
、
冨
山
房
、
昭
和
一
五
年
を
底
本
）
は
、

三
菱
地
所
の
差
配
人
を
経
て
三
菱
地
所
部
長
と
な
っ
た
赤
星
陸
治
が
書
い
た
も
の

を
底
本
と
し
た
著
書
で
あ
る
。
丸
の
内
地
域
の
歴
史
等
の
周
辺
事
情
は
詳
し
く

な
っ
た
が
、
払
下
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
払
下
金
額
が
一
五
〇
万
円
で
あ
っ
た
等
、

不
正
確
に
な
っ
た
。

４

「
丸
ノ
内
の
歴
史
」
そ
の
１
（
１
―
１０
）、
そ
の
２
（
１１
―
１８
）
昭
和
三
七

年
、
三
八
年
、
そ
の
３
（
１９
―
２５
）
昭
和
三
九
年
、
そ
の
４
（
２６
―
３１
）
昭
和
四

（
�
）

三
年
、
そ
の
５
（
３２
―
３７
）、
そ
の
６
（
道
路
・
上
水
に
つ
い
て
）
は
、
中
野
忠

明
氏
が
、
三
菱
地
所
社
史
を
書
く
に
あ
た
り
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
原
稿
で

あ
る
た
め
、
あ
ま
り
新
し
い
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。

５

岩
崎
彌
太
郎
岩
崎
彌
之
助
傳
記
編
纂
会
編
『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
下
（
昭
和

四
六
年
、
復
刊
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
四
年
）
に
お
い
て
、
中
野
忠
明
氏

の
見
解
は
、
具
体
的
に
な
り
、
後
の
丸
の
内
払
下
に
関
す
る
記
述
の
基
礎
と
な
っ

た
。６

三
菱
地
所
株
式
会
社
社
史
編
纂
室
編
『
丸
の
内
百
年
の
歩
み
―
―
三
菱
地

所
社
史
』（
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
、
以
下
『
丸
の
内
百
年
の
歩
み
』
と
記
す
）

は
、
以
上
の
記
述
を
ふ
ま
え
て
、
更
に
、
丸
の
内
払
下
の
過
程
を
調
査
し
、
特
に
、

東
京
府
に
よ
る
払
下
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。
通
説
と
な
っ
て
い
た
「
一
括
払

下
」
の
条
件
に
つ
い
て
、
東
京
府
に
よ
る
払
下
時
点
で
は
一
六
区
画
に
分
け
ら
れ

「
全
部
一
括
し
て
払
い
下
げ
る
と
い
う
条
件
で
は
な
か
っ
た
」
こ
と
を
指
摘
し
、

事
実
の
訂
正
を
行
っ
て
い
る
。
更
に
、
丸
の
内
払
下
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と

な
っ
て
い
る
荘
田
電
報
に
つ
い
て
、「
グ
ラ
ス
ゴ
ー
発
信
の
電
報
は
、
旧
三
菱
本
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社
資
料
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
著
書
は
多
く
の
事
実
と
評
価
を
提
出
し
た
が
、
社
史
や
伝
記
で
あ
る

た
め
、
著
書
が
対
象
と
す
る
人
物
を
中
心
に
書
か
れ
て
い
る
。『
荘
田
平
五
郎
』

で
は
「
荘
田
氏
の
最
善
を
尽
く
し
た
も
の
ゝ
中
最
も
典
型
的
の
東
京
丸
ノ
内
街
…

（
�
）

（
�
）

…
」
と
評
価
し
、「
丸
ノ
内
の
歴
史
」（
そ
の
三
）
で
は
「
弥
之
助
の
業
績
と
し
て

大
き
く
讃
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
払
下
に
応
ず
る
者
の
な
か
つ
た
「
丸
ノ
内
陸
軍

用
地
」
の
払
下
げ
に
応
じ
」
と
書
か
れ
、
丸
の
内
払
下
は
、
荘
田
と
弥
之
助
そ
れ

ぞ
れ
の
功
績
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
払
下
を
め
ぐ
る
確
証
を
欠
く
話
が
、
引
用
を
重
ね
る
内
に
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
も
見
ら
れ
る
。『
荘
田
平
五
郎
』
で
は
、
丸
の
内

を
「
何
に
使
用
さ
れ
る
の
で
す
？
」
と
尋
ね
た
人
に
、
弥
之
助
が
「「
…
…
虎
で

も
放
養
し
ま
せ
う
」
と
答
へ
、
哄
笑
し
た
と
云
ふ
。
果
し
て
事
実
な
り
や
は
知
ら

ぬ
が
、
当
時
の
丸
ノ
内
街
を
略
想
像
し
得
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
ら
う
」
と
、
事
実

か
ど
う
か
知
ら
な
い
と
断
り
を
つ
け
た
上
で
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
紹
介
し
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、『
縮
刷

丸
の
内
今
と
昔
』
で
は
、「
弥
之
助
は
平
然
と
し
て
、

（
�
）

「
竹
を
植
え
て
虎
で
も
飼
う
さ
。」
と
空
嘯
い
て
い
た
と
い
う
」
と
、
ほ
ぼ
事
実
と

し
て
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
で
は
、「『
ナ
ニ
竹
を
植
ゑ
て
、

（
�
）

虎
で
も
飼
ふ
さ
』
と
笑
っ
た
と
い
ふ
」
と
断
定
さ
れ
た
。
更
に
、『
丸
の
内
百
年

の
歩
み
』
で
は
、
ほ
ぼ
『
縮
刷

丸
の
内
今
と
昔
』
を
引
用
し
た
後
に
、「
弥
之

（
�
）

助
は
平
然
と
し
て
、「
竹
を
植
え
て
虎
で
も
飼
う
さ
」
と
語
っ
た
と
い
う
」
と
、

書
か
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
断
り
の
つ
い
た
上
で
記
述
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、

次
第
に
本
当
に
あ
っ
た
事
実
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
三
菱
の
丸
の
内
払
下
に
つ
い
て
、
�
丸
の
内
払
下
に
対
す
る
荘
田
の

建
言
説
、
�
払
下
決
定
の
要
因
、
�
払
下
内
容
、
の
三
つ
の
論
点
を
中
心
に
、
史

料
か
ら
明
ら
か
に
な
る
事
実
確
認
を
行
い
、
払
下
に
関
す
る
諸
説
の
再
検
討
を
行

い
た
い
。

２

丸
の
内
払
下
に
対
す
る
荘
田
の
建
言
説

丸
の
内
払
下
に
関
す
る
論
点
の
第
一
は
、
丸
の
内
払
下
を
受
け
る
よ
う
荘
田
の

建
言
が
あ
っ
た
、
と
す
る
説
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
管
事
荘
田
の
提
案

を
社
長
弥
之
助
と
管
事
川
田
が
ど
の
程
度
採
用
し
た
か
、
荘
田
が
ど
れ
だ
け
の
情

報
を
基
に
丸
の
内
買
入
を
提
案
し
た
の
か
、
丸
の
内
払
下
に
対
す
る
計
画
性
や
荘

田
の
果
た
し
た
役
割
の
問
題
と
も
関
連
す
る
。

「
三
菱
社
史

二
代
社
長
時
代
」
に
は
、
荘
田
の
建
言
に
関
す
る
記
述
は
全
く

無
い
。
荘
田
の
建
言
が
記
述
さ
れ
た
最
初
は
、『
荘
田
平
五
郎
』
で
あ
る
。『
荘
田

平
五
郎
』
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

明
治
二
十
一
年
十
二
月
二
十
九
日
、
多
年
の
功
労
に
対
す
る
慰
労
と
云
ふ

名
儀
で
、
荘
田
氏
は
洋
行
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
翌
年
四
月
中
に
オ
ツ
ク
ス
フ

オ
ー
ド
を
視
察
す
る
為
に
、
折
柄
、
滞
英
中
で
あ
つ
た
旧
知
の
成
瀬
氏
―
―

隆
蔵
―
―
と
同
行
し
、
そ
の
途
中
で
荘
田
氏
は
、「
…
…
私
は
我
国
に
お
い

て
も
ま
た
速
や
か
に
西
洋
式
の
オ
フ
イ
ス
・
ス
ツ
リ
ー
ト
を
建
設
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
且
つ
急
務
で
あ
る
と
考
へ
て
を
る
」
と
云
ふ
や
う
な
意
味

の
こ
と
を
強
く
繰
返
し
て
語
る
の
で
あ
つ
た
。
と
同
時
に
、
…
…
外
相
の
大

隈
伯
の
内
命
に
基
い
て
渡
英
し
て
い
た
末
延
氏
―
―
道
成
―
―
と
グ
ラ
ス

ゴ
ー
の
旅
舎
に
あ
つ
た
荘
田
氏
は
、
日
本
か
ら
着
い
た
新
聞
を
見
て
ゐ
た
が
、

「
ホ
オ
、
陸
軍
省
で
丸
ノ
内
の
練
兵
場
を
売
物
に
出
し
た
が
、
買
物
ぢ
や
ら

う
」
と
緊
張
し
て
末
延
氏
の
意
見
を
徴
す
る
の
で
あ
つ
た
。
…
…
荘
田
氏
の

提
議
に
末
延
氏
も
共
鳴
し
、
軈
て
連
名
を
以
て
「
…
…
買
取
ら
る
べ
し
」
と

云
ふ
電
報
を
岩
崎
氏
に
な
し
、
明
治
二
十
三
年
三
月
六
日
、
丸
ノ
内
及
び
三

崎
町
の
土
地
は
、
金
一
百
二
十
八
万
円
―
―
八
回
払
―
―
を
以
て
三
菱
社
の
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払
下
げ
る
処
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
…
…
政
府
は
岩
崎
氏
に
「
買
取
つ
て
は

…
…
？
」
と
窃
か
に
慫
慂
し
た
と
云
ふ
が
、
流
石
に
岩
崎
氏
も
躊
躇
し
て
ゐ

た
。
そ
こ
に
電
報
が
あ
つ
た
の
で
、
岩
崎
氏
の
意
動
き
、
荘
田
氏
の
帰
朝
を

待
ち
、
熟
議
の
末
、
…
…
明
治
二
十
三
年
三
月
五
日
、
か
う
云
ふ
願
書
を
提

出
し
、
翌
日
に
は
即
ち
聞
届
け
ら
れ
た
の
で
、
直
ち
に
手
続
き
を
了
し
、
荒

（
�
）

涼
た
る
丸
ノ
内
街
は
三
菱
社
の
も
の
と
な
つ
た
。

こ
の
記
述
が
、
荘
田
が
グ
ラ
ス
ゴ
ー
で
日
本
か
ら
の
新
聞
に
よ
っ
て
払
下
を
知

り
、
末
延
道
成
と
連
名
の
電
報
で
買
入
を
建
言
し
、
こ
の
電
報
に
よ
っ
て
弥
之
助

が
丸
の
内
払
下
受
諾
に
積
極
的
に
な
っ
た
、
と
い
う
荘
田
の
払
下
受
諾
建
言
説
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
。『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
は
、「
荘
田
平
五
郎
の
伝
記
に
よ
る

と
」
と
紹
介
し
た
後
に
、

当
時
ロ
ン
ド
ン
に
出
張
中
の
荘
田
と
末
延
道
成
は
、
丸
の
内
を
払
下
げ
る
ら

し
い
と
の
報
道
を
聞
い
て
『
速
か
に
買
取
ら
る
べ
し
』
と
、
東
京
に
打
電
し

た
。
二
人
は
ロ
ン
ド
ン
で
近
代
的
オ
フ
ィ
ス
街
を
見
て
、
日
本
に
も
こ
の
や

う
な
街
を
作
り
た
い
と
話
合
ひ
、
弥
之
助
に
こ
れ
を
進
言
し
た
の
で
あ
る
と

い
ふ
。
弥
之
助
は
た
だ
ち
に
荘
田
と
末
延
の
意
見
を
採
用
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
・

（
�
）

セ
ン
タ
ー
建
設
の
方
針
を
決
定
し
た
。

と
記
し
て
い
る
。『
荘
田
平
五
郎
』
で
は
、
荘
田
が
西
洋
式
オ
フ
ィ
ス
街
の
必
要

を
語
っ
た
の
は
「
成
瀬
隆
蔵
」
で
あ
っ
た
の
が
、『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
で
は
「
末

延
道
成
」
と
な
り
、「
グ
ラ
ス
ゴ
ー
」
の
旅
館
で
知
っ
た
丸
の
内
払
下
げ
が
、「
ロ

ン
ド
ン
」
出
張
中
へ
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。『
丸
の
内
百
年
の
歩
み
』
は
、

荘
田
の
電
報
に
つ
い
て
『
荘
田
平
五
郎
』
の
伝
記
を
引
用
し
た
後
、
荘
田
が
明
治

一
八
年
の
市
区
改
正
審
査
時
期
に
、「
丸
の
内
の
商
業
強
化
を
求
め
る
東
京
商
工

会
の
建
議
書
の
起
草
に
も
当
た
っ
て
」
お
り
、「
オ
フ
ィ
ス
街
の
建
設
に
並
々
な

（
�
）

ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。

『
丸
の
内
百
年
の
歩
み
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
荘
田
と
末
延
連
名
の
電
報
を
、

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
電
報
が
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
い
つ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

丸
の
内
払
下
経
過
は
、
払
下
方
法
か
ら
三
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
期

は
、
明
治
二
一
年
一
二
月
に
陸
軍
官
衙
屯
営
の
移
転
計
画
が
閣
議
請
求
さ
れ
、
丸

の
内
払
下
が
具
体
化
す
る
時
か
ら
、
二
二
年
八
月
に
払
下
が
一
度
「
一
切
取
消
」

と
な
る
時
ま
で
、
第
二
期
は
、
同
年
八
月
に
東
京
府
に
よ
る
競
争
入
札
払
下
が
計

画
さ
れ
る
時
か
ら
、
同
年
一
二
月
の
競
争
入
札
払
下
中
止
ま
で
、
第
三
期
は
、
一

二
月
の
払
下
中
止
後
か
ら
、
二
三
年
三
月
の
三
菱
に
よ
る
払
下
受
諾
ま
で
で
あ
る
。

以
下
、
払
下
経
過
に
沿
っ
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

丸
の
内
払
下
が
具
体
化
す
る
の
は
、
明
治
二
一
年
一
二
月
、
陸
軍
大
臣
大
山
巌

が
内
閣
総
理
大
臣
黒
田
清
隆
へ
、
八
代
洲
町
・
有
楽
町
・
永
楽
町
の
陸
軍
官
衙
屯

営
払
下
の
閣
議
請
求
を
行
っ
た
時
で
あ
る
。
陸
軍
省
で
は
、
八
代
洲
町
・
有
楽
町

・
永
楽
町
の
官
衙
屯
営
の
移
転
を
計
画
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
年
八
月
、
市
区
改

正
条
例
が
発
布
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
を
期
に
移
転
を
実
施
す
る
こ
と
は
、
陸
軍
と

市
区
改
正
の
双
方
に
と
っ
て
目
的
を
達
す
る
と
し
、「
地
所
及
ヒ
建
造
物
共
、
当

省
ニ
於
テ
公
売
ニ
付
シ
、
其
金
額
ヲ
一
旦
大
蔵
省
江

納
付
ノ
上
、
更
ニ
、
屯
営
等

移
転
ノ
費
用
ト
シ
テ
、
当
省
ヘ
下
附
」
す
れ
ば
、「
国
庫
ノ
支
出
ヲ
要
」
し
な
い

と
し
て
、
閣
議
請
求
を
行
っ
た
。
翌
二
二
年
一
月
一
八
日
、
地
所
建
物
売
却
代
の

移
転
費
へ
の
充
用
が
認
許
さ
れ
、
売
却
方
法
に
つ
い
て
は
「
地
所
建
物
評
価
ノ
上
、

（
�
）

内
務
省
ヘ
交
付
」
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
。

丸
の
内
払
下
に
つ
い
て
、『
時
事
新
報
』
は
、
明
治
二
二
年
一
月
一
〇
日
付

「
陸
軍
兵
営
を
市
外
に
置
か
ん
と
す
る
の
議
」
と
い
う
記
事
で
、「
府
下
丸
ノ
内
丈

け
に
て
も
陸
軍
省
の
所
有
に
属
す
る
地
所
は
各
所
尓
散
在
し
て
、
凡
そ
十
一
万
坪

余
も
あ
る
よ
し
な
る
が
」、
市
中
に
兵
営
を
置
く
こ
と
は
宜
し
く
な
く
、「
市
区
改
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正
も
追
々
着
手
す
る
事
と
な
」
っ
た
上
で
は
、「
兵
営
所
在
地
の
近
傍
を
、
都
府

の
中
央
と
成
す
と
あ
る
や
も
計
」
ら
れ
、「
他
日
」
払
下
の
「
運
に
至
る
こ
と
も

あ
る
べ
し
」
と
、
払
下
が
実
行
に
移
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
。

こ
の
頃
、
荘
田
は
欧
米
視
察
の
た
め
、
明
治
二
二
年
一
月
一
六
日
、
神
戸
へ
向

（
�
）

け
横
浜
港
を
出
帆
し
、
二
月
三
日
に
長
崎
港
を
出
港
し
た
。
荘
田
が
日
本
を
出
発

す
る
以
前
に
、「
丸
ノ
内
…
…
凡
そ
十
一
万
坪
余
」
の
払
下
の
予
定
が
新
聞
報
道

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
後
、
丸
の
内
払
下
に
つ
い
て
新
聞
報
道

が
な
さ
れ
る
の
は
、
六
月
五
日
付
、
同
月
一
〇
日
付
『
時
事
新
報
』
と
同
月
五
日

付
『
中
外
商
業
新
報
』
で
あ
る
。
六
月
五
日
付
『
中
外
商
業
新
報
』
は
、「
丸
の

内
官
有
地
の
払
下
」
と
題
し
て
、「
其
収
入
金
を
以
て
更
に
他
の
場
所
を
選
定
し

て
、
其
所
に
兵
営
を
移
さ
ん
と
の
計
画
な
れ
ば
、
右
、
払
下
代
価
も
割
高
な
り
と

の
事
に
て
、
流
石
尓
、
射
利
尓
敏
捷
な
る
連
中
も
、
頓
と
手
出
し
す
る
金
色
さ
え

見
へ
さ
り
し
が
、
此
頃
に
至
り
て
内
々
奔
走
す
る
金
持
連
も
あ
れ
ば
、
近
々
誰
の

手
に
か
落
る
な
ら
ん
と
云
ふ
」
と
、
払
下
に
よ
る
収
入
が
兵
営
移
転
費
に
あ
て
ら

れ
る
た
め
、
払
下
代
価
が
割
高
で
あ
る
こ
と
、
払
下
希
望
者
た
ち
の
交
渉
が
進
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
報
道
し
て
い
る
。
六
月
五
日
付
『
時
事
新
報
』
は
、「
其
地

所
の
総
面
積
を
普
通
の
評
価
に
よ
り
て
算
す
れ
ば
、
代
価
凡
そ
百
七
八
十
万
円
尓

相
当
す
可
き
広
さ
な
り
」
と
、
払
下
代
金
が
一
七
〇
万
円
〜
一
八
〇
万
円
に
な
る

こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
更
に
、
六
月
一
〇
日
付
『
時
事
新
報
』
は
、「
丸
ノ
内

に
散
布
せ
る
官
有
地
、
凡
そ
百
八
十
万
円
に
相
当
す
る
も
の
も
、
払
下
の
評
議
一

決
し
た
り
と
て
、
華
族
の
令
扶
、
豪
商
の
交
際
掛
り
は
、
四
方
に
奔
走
し
て
払
下

人
の
資
格
を
備
ふ
る
尓
忙
は
し
く
、
裏
面
の
世
界
は
事
殆
ん
と
緒
尓
就
き
た
り
と

云
ふ
」
と
、
丸
の
内
払
下
代
金
が
一
八
〇
万
円
相
当
で
あ
る
こ
と
、
払
下
交
渉
が

具
体
化
し
て
い
る
こ
と
を
報
道
し
て
い
る
。『
荘
田
平
五
郎
』
の
記
述
通
り
、
荘

田
が
日
本
か
ら
の
新
聞
記
事
に
よ
っ
て
丸
の
内
払
下
を
知
っ
た
と
す
る
の
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
丸
の
内
払
下
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
代
金
は

一
七
〇
万
円
〜
一
八
〇
万
円
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
一
般
的
な
認
識
と
し
て

は
「
割
高
」
で
あ
る
こ
と
、
払
下
交
渉
は
か
な
り
進
ん
で
い
る
こ
と
だ
け
で
あ
り
、

具
体
的
な
払
下
面
積
、
場
所
、
区
画
、
市
区
改
正
に
よ
る
計
画
等
の
条
件
は
知
ら

さ
れ
ず
、
情
報
量
の
限
界
か
ら
、
荘
田
が
具
体
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
街
計
画
や
、
採
算

に
つ
い
て
の
計
算
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
も

し
こ
の
時
期
に
荘
田
の
電
報
が
あ
っ
た
と
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
綿
密
な
計

算
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
勘
」
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。

だ
が
、
こ
の
時
期
に
荘
田
か
ら
電
報
が
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
に
は
、
七
月
一
日
付
、
荘
田
宛
岩
崎
弥
之
助
書
簡
が
掲
載
さ

（
�
）

れ
て
お
り
、「
五
月
二
十
五
日
付
之
、
尊
書
相
達
し
、
反
復
拝
読
仕
候
」
と
あ
る
。

こ
の
弥
之
助
書
簡
が
、
五
月
二
五
日
付
荘
田
書
簡
に
対
す
る
返
信
で
あ
る
な
ら
ば
、

六
月
五
日
の
新
聞
掲
載
か
ら
七
月
一
日
ま
で
の
間
に
送
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
電
報
に

つ
い
て
の
返
答
が
あ
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
電
報
の
場
合
、
荘
田
は
、

（
�
）

ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
書
簡
を
追
っ
て
投
函
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
七
月
一
日
付
弥

之
助
書
簡
は
、
丸
の
内
払
下
に
関
す
る
電
報
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
七
月

（
�
）

二
九
日
付
弥
之
助
書
簡
も
ま
た
、
丸
の
内
払
下
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
払
下
希
望
者
た
ち
の
間
で
は
、
交
渉
が
進
展
し
て
い
た
。
七
月
一
〇

日
付
川
田
小
一
郎
宛
渋
沢
栄
一
書
簡
は
、
払
下
に
関
す
る
申
合
せ
状
況
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

陸
軍
省
地
所
御
払
下
願
之
義
ニ
付
、
過
日
御
会
同
之
節
、
一
同
ヨ
リ
申
上
候

趣
旨
ハ
、
其
翌
日
、
岩
崎
君
ニ
御
協
議
相
成
候
処
、
其
事
柄
ハ
充
分
御
了
解

相
成
候
得
共
、
名
義
上
ニ
少
々
御
異
見
有
之
、
御
打
合
之
通
ニ
ハ
相
整
兼
候
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段
拝
承
仕
候
、
就
而
ハ
貴
案
ニ
テ
ハ
、
寧
ロ
、
当
方
組
合
中
へ
、
凡
三
万
坪

位
之
地
所
ハ
譲
渡
候
内
約
を
以
て
、
全
体
之
御
払
下
ハ
、
貴
社
ニ
於
て
御
取

計
相
成
候
方
法
ニ
致
候
而
ハ
如
何
、
と
の
御
懇
示
も
并
而
頒
已
い
た
し
、
早

速
一
同
へ
申
談
候
処
、
彼
是
と
其
決
案
ニ
手
間
取
候
得
共
、
詰
リ
左
之
手
続

ニ
相
成
候
而
ハ
如
何
、
と
申
事
ニ
窮
説
一
定
仕
候
間
、
不
取
敢
、
此
段
申
上

候
、
自
然
右
ニ
て
岩
崎
君
ニ
モ
御
同
意
ニ
候
ハ
バ
、
向
後
之
取
扱
手
続
ハ
、

尚
御
打
合
可
申
上
と
奉
存
候

廉
書

一
、
地
所
御
払
下
願
ハ
、
三
菱
社
一
手
ニ
て
御
申
出
相
成
、
六
人
ハ
出
願
見

合
可
申
事

一
、
右
地
所
御
払
下
許
可
相
成
候
ハ
バ
、
総
坪
数
之
中
、
道
路
敷
地
及
鉄
道

用
敷
地
を
除
き
、
其
残
坪
数
之
半
額
ハ
御
払
下
値
段
を
以
、
六
人
へ
御
分

配
可
被
成
事

一
、
右
之
次
第
ニ
付
、
此
地
所
又
ハ
建
物
共
御
払
下
願
之
価
格
も
、
六
人
へ

御
協
議
被
下
、
其
同
意
を
以
、
御
取
極
可
被
下
事

一
、
御
払
下
許
可
之
後
、
地
所
分
割
之
方
法
ハ
双
方
ヨ
リ
委
員
を
出
し
相
当

之
見
込
相
立
可
申
事

但
、
建
物
も
同
様
之
事

一
、
右
之
通
、
御
協
議
相
成
候
上
ハ
、
其
為
メ
簡
単
之
御
内
約
書
を
作
り
置

可
申
事

右
者
、
概
略
之
要
項
相
認
候
迄
ニ
付
、
尚
貴
方
ニ
て
御
心
附
も
有
之
候
ハ
バ
、

（
�
）

御
附
添
可
被
下
候
也

従
来
、
こ
の
七
月
一
〇
日
付
渋
沢
書
簡
は
、
払
下
に
対
す
る
弥
之
助
の
意
向
を

示
す
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
払
下
が
一
時
停
滞
し
た
理
由
と
し
て
、

『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
は
、
共
同
購
入
の
案
に
「
弥
之
助
は
買
取
る
以
上
は
三
菱
一

社
で
全
部
買
受
け
、
思
ひ
の
ま
ま
に
こ
れ
を
料
理
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
強
い
決
心

（
�
）

を
示
し
た
」
と
述
べ
、『
丸
の
内
百
年
の
歩
み
』
は
、「
弥
之
助
と
し
て
は
…
…
こ

と
ご
と
く
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
渋
沢
ら
と
の
土
地
折
半
な
ど
と
い
う
妥
協
は

（
�
）

許
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
七
月
一
〇
日
付
書
簡
で
は
、
弥
之
助
が
払
下
人
の
「
名
義
」
を
問

題
と
し
て
い
る
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
弥
之
助
の
意
向
を
汲
ん
だ
組

合
の
作
成
し
た
「
廉
書
」
は
、
三
菱
名
義
の
一
括
出
願
と
そ
の
後
の
六
人
と
の
折

半
案
を
提
出
し
、
そ
の
後
の
条
件
に
つ
い
て
も
「
協
議
」
す
る
こ
と
を
規
定
し
て

お
り
、
弥
之
助
の
一
括
払
下
希
望
に
よ
っ
て
、
払
下
交
渉
が
滞
っ
た
と
は
言
え
な

い
。八

月
二
日
付
『
中
外
商
業
新
報
』
は
、「
丸
の
内
払
下
中
止
」
と
題
し
て
、
払

下
が
「
民
間
富
豪
の
紳
商
連
は
争
ふ
て
之
を
払
下
け
、
新
に
一
市
街
を
開
か
ん
と

す
る
の
噂
あ
り
し
が
、
其
筋
に
て
は
更
に
見
る
処
あ
り
て
に
や
、
右
払
下
一
条
は
、

全
く
中
止
す
る
事
に
略
ぼ
内
決
せ
り
と
云
ふ
」
と
、
払
下
中
止
を
報
道
し
て
い
る
。

こ
の
新
聞
報
道
後
の
、
同
月
八
日
、
内
務
大
臣
松
方
正
義
は
東
京
府
へ
「
陸
軍
省

所
轄
麹
町
区
永
楽
町
他
二
箇
所
」
に
つ
い
て
「
家
屋
建
築
の
制
限
を
付
し
公
売
」

す
る
た
め
、「
市
区
改
正
設
計
区
域
、
建
築
制
限
等
、
至
急
申
出
」
る
こ
と
を
命

じ
た
。
同
月
二
八
日
、
東
京
府
知
事
か
ら
内
務
大
臣
へ
、「
建
築
認
可
内
規
」
と

「
入
札
心
得
書
」
が
添
付
さ
れ
た
「
市
区
改
正
設
計
区
域
、
建
物
制
限
」
に
つ
い

て
の
上
申
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
間
の
八
月
一
三
日
付
弥
之
助
宛
渋
沢
栄
一
書
簡
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。陸

軍
省
地
所
御
払
下
之
義
ニ
付
、
過
日
川
田
君
と
御
相
談
之
末
、
一
書
拝
送

仕
置
候
処
、
其
御
回
示
と
し
て
、
客
月
廿
日
附
之
尊
書
落
手
仕
候
ニ
付
、
直

ニ
他
之
人
々
ヘ
モ
通
知
い
た
し
、
更
ニ
御
答
可
申
上
と
存
候
折
柄
、
芳
川
顕
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正
君
よ
り
来
書
ニ
て
、
右
之
地
所
ニ
関
わ
り
、
爾
来
之
談
判
ハ
都
合
有
之
、

一
切
取
消
可
申
と
の
事
ニ
付
、
何
等
之
事
情
よ
り
右
儀
、
申
来
候
哉
も
相
分

り
兼
候
間
、
尚
、
面
会
承
合
之
上
ニ
て
貴
台
ヘ
も
拝
答
可
仕
ニ
、
彼
是
手
間

取
居
、
漸
く
昨
今
芳
川
君
ニ
面
会
い
た
し
候
上
、
承
合
候
処
ニ
て
ハ
、
内
務
、

陸
軍
之
間
ニ
於
て
、
更
ニ
御
評
議
変
更
い
た
し
、
右
地
所
払
下
ハ
、
是
迄
之

手
続
を
以
、
取
扱
候
事
ハ
見
合
候
様
、
相
成
候
趣
ニ
御
座
候
、
就
而
者
、
其

後
御
打
合
申
上
候
事
も
全
く
無
用
之
手
数
と
相
成
候
得
共
、
根
本
之
御
詮
議

変
更
之
上
ハ
、
致
方
無
之
候
義
と
存
候
、
右
ハ
延
引
な
か
ら
、
一
応
拝
答
迄

（
�
）

如
此
御
座
候

書
簡
に
よ
る
と
、
七
月
二
〇
日
に
は
、
弥
之
助
か
ら
渋
沢
へ
返
信
が
送
ら
れ
て

い
た
。
渋
沢
た
ち
は
、
弥
之
助
へ
返
答
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
芳
川
顕
正

（
東
京
市
区
改
正
委
員
長
・
内
務
省
次
官
）
か
ら
渋
沢
へ
、
丸
の
内
払
下
に
つ
い

て
、「
爾
来
之
談
判
ハ
都
合
有
之
、
一
切
取
消
可
申
」
と
の
書
簡
が
送
ら
れ
て
き

た
。
事
情
が
不
明
で
あ
っ
た
渋
沢
は
芳
川
と
面
会
し
、
陸
軍
省
と
内
務
省
間
で
こ

れ
ま
で
の
払
下
方
法
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。
渋
沢
に
と
っ
て
も
払

下
中
止
は
突
然
の
こ
と
で
あ
り
、
払
下
中
止
は
、
三
菱
側
と
渋
沢
・
組
合
側
と
の

交
渉
決
裂
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
陸
軍
省
と
内
務
省
の
「
評
議
」
に
よ
る
、
払

下
方
法
そ
の
も
の
の
変
更
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

払
下
方
法
の
変
更
後
、
九
月
二
二
日
付
『
中
外
商
業
新
報
』
に
は
、「
丸
ノ
内

官
有
地
の
方
に
は
、
払
下
価
格
百
五
十
万
円
は
高
き
に
あ
ら
さ
る
も
、
中
々
の
条

件
付
な
れ
ば
未
た
確
と
望
人
も
極
ま
ら
ざ
る
由
な
る
が
…
…
」
と
丸
の
内
払
下
価

格
が
一
五
〇
万
円
で
あ
る
こ
と
が
再
び
報
道
さ
れ
、
ほ
ぼ
同
じ
文
面
の
記
事
が
、

同
日
の
『
時
事
新
報
』
に
も
報
道
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
丸
の
内
払
下
に

つ
い
て
、「
一
五
〇
万
円
」
と
い
う
陸
軍
省
の
希
望
価
格
が
、
一
般
に
知
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
〇
月
一
九
日
、
内
務
大
臣
山
県
有
朋
は
東
京
府
へ
、「
陸
軍
省
所
轄
麹
町
区

永
楽
町
外
、
二
ヶ
町
土
地
建
物
…
…
公
売
」
の
訓
令
を
出
し
、
土
地
と
建
物
の
売

（
�
）

却
予
定
代
価
一
覧
表
と
引
渡
并
代
金
収
納
期
限
を
示
し
た
。
一
一
月
一
五
日
に
は
、

（
�
）

払
下
の
公
示
が
な
さ
れ
、
一
六
日
、
東
京
府
告
示
入
札
払
下
広
告
が
、『
官
報
』、

『
東
京
日
日
新
聞
』、『
時
事
新
報
』、『
読
売
新
聞
』、『
郵
便
報
知
新
聞
』
へ
掲
載

さ
れ
た
。

第
一
回
目
入
札
（
第
一
号
地
〜
第
四
号
地
）
は
一
一
月
二
一
日
、
第
二
回
目
入

札
（
第
五
号
地
〜
第
八
号
地
）
は
同
月
二
二
日
、
第
三
回
目
入
札
（
第
九
号
地
〜

第
一
六
号
地
）
は
同
月
二
五
日
に
行
わ
れ
た
。

こ
の
東
京
府
に
よ
る
入
札
払
下
時
に
、
荘
田
は
、
九
月
二
六
日
、
イ
ギ
リ
ス
を

（
�
）

出
発
し
ア
メ
リ
カ
へ
渡
っ
た
。
一
一
月
二
一
日
に
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
出

（
�
）

港
し
横
浜
へ
向
か
い
、
一
二
月
八
日
午
後
三
時
、
横
浜
港
に
入
港
、
夕
方
、
汽
車

（
�
）

で
東
京
へ
帰
京
し
て
い
る
。
東
京
府
に
よ
る
払
下
公
示
時
に
は
、
荘
田
は
ア
メ
リ

カ
に
お
り
、
入
札
が
行
わ
れ
た
日
に
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
出
港
し
て
い
た
。

以
上
か
ら
、
こ
の
入
札
払
下
時
に
、
荘
田
が
グ
ラ
ス
ゴ
ー
か
ら
末
延
と
連
名
の
電

報
を
打
っ
た
可
能
性
は
な
い
、
と
い
え
る
。

表
は
、
入
札
最
高
価
格
者
と
入
札
価
格
で
あ
る
。
三
菱
で
は
、
岩
崎
弥
之
助
の

代
わ
り
と
し
て
岡
本
春
道
が
入
札
者
と
な
っ
た
。
陸
軍
省
で
は
、
一
坪
一
八
円
二

〇
銭
を
予
定
代
価
と
し
て
い
た
が
、
最
高
入
札
価
格
の
殆
ど
が
予
定
代
価
に
到
達

せ
ず
、
こ
の
競
争
入
札
払
下
は
、
再
入
札
が
計
画
さ
れ
た
。
だ
が
一
二
月
四
日
、

陸
軍
省
か
ら
東
京
府
知
事
へ
「
再
入
札
ノ
義
ニ
付
…
…
本
年
モ
最
早
余
日
モ
無
之

義
ニ
付
、
逐
テ
、
何
分
之
義
申
進
候
迄
、
再
入
札
御
取
計
之
義
御
見
合
セ
相
成

（
�
）

度
」
と
中
止
が
伝
え
ら
れ
た
。

こ
の
後
、
丸
の
内
払
下
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
荘
田
の
帰
国
後
の
、

明
治
二
三
年
二
月
八
日
付
、
荘
田
宛
弥
之
助
書
簡
で
あ
る
。
弥
之
助
は
「
丸
ノ
内
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地
所
ハ
、
御
見
込
ニ
任
セ
候
事
ニ
、
一
昨
日
熱
海
ヨ
リ
御
返
事
申
上
候
処
、

昨
日
の
御
書
面
に
て
は
、
未
だ
御
落
手
こ
れ
無
き
様
子
に
付
、
此
ニ
改
め

（
�
）

て
申
上
げ
候
、
御
見
込
通
り
御
取
計
い
可
被
下
候
」
と
、
二
月
六
日
時
点

で
、
荘
田
に
、
丸
の
内
払
下
に
つ
い
て
、「
御
見
込
通
り
御
取
計
」
う
よ

う
命
じ
、
弥
之
助
が
払
下
受
諾
を
決
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
丸
の
内
払
下
に
対
す
る
荘
田
の
建
言
説
に
つ
い
て
以
下
の

こ
と
が
指
摘
で
き
る
。『
荘
田
平
五
郎
』
の
記
述
通
り
、
荘
田
の
電
報
が

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
渋
沢
た
ち
と
の
話
合
い
に
よ
る
第
一
期
払
下
の
時
期

で
あ
る
こ
と
、
だ
が
、
日
本
か
ら
の
新
聞
に
よ
っ
て
丸
の
内
払
下
を
知
っ

た
と
す
る
な
ら
ば
、
情
報
量
に
は
限
界
が
あ
り
、
詳
細
な
試
算
の
上
で
の

建
言
と
い
う
よ
り
は
、
荘
田
の
「
勘
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
第
一
期
払
下
経
過
で
の
、
渋
沢
た
ち
と
の
共
同
払
下
の
中
止
は
、
話

合
い
が
決
裂
し
た
た
め
で
は
な
く
、
内
務
省
・
陸
軍
省
側
の
払
下
方
法
の

変
更
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

３

払
下
決
定
の
要
因

丸
の
内
払
下
に
関
す
る
論
点
の
第
二
は
、
払
下
決
定
の
要
因
に
つ
い
て

で
あ
る
。
決
定
要
因
は
、
払
下
交
渉
に
際
し
て
の
、
陸
軍
省
・
政
府
側
と

三
菱
側
の
強
弱
関
係
と
も
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
。

（
�
）

『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
は
、
東
京
府
の
競
争
入
札
払
下
の
中
止
後
の
経
過

に
つ
い
て
、「
蔵
相
松
方
正
義
は
眤
懇
の
弥
之
助
を
訪
ね
て
、
こ
れ
が
引

受
け
を
懇
請
し
」、
弥
之
助
は
「
お
国
へ
御
奉
公
の
意
昧
を
以
つ
て
お
引

（
�
）

受
け
し
」、「
半
ば
は
献
金
の
趣
意
を
以
つ
て
」、「
地
価
を
無
視
し
て
」
買

入
し
た
こ
と
、
当
時
、
東
京
市
会
で
も
払
下
受
諾
の
議
案
が
あ
っ
た
が
、

「
代
価
が
巨
額
な
た
め
決
議
に
至
ら
ぬ
う
ち
に
、
政
府
と
三
菱
の
契
約
が

表 最高価格入札者と入札価格
三菱払下（明
治２３年３月５日・
１１日）（円）

１，００８，０００
（有楽町練兵
場を含む）

―
―
―
―

２７２，０００
１，２８０，０００

出典：「明治廿三年閣省訓令録第二課」（東京都公文書館所蔵）。
注：三崎町練兵場は、明治２１年１２月の陸軍省払下予定地には、入っていない。円未満は、四捨五入した。

置据建物
入札代金
（円）

５１７

１，０００
３４１

１，６９０
１，２００

５７７
５６５

４４０
３７８

１，０００
８８８
７０
５５０
１１
３１

―
―
―
９，２５７

建物売却
予定代価
（円）

３，０２７

５，６６７
２２，８４５

１４，０２７
１８，５２６

１７，０２１

１，１６５

３０，６８４
４，３９７

６，３２７

―
―
―

１２３，６８５

１坪当た
り入札価
格（円）

３．０５

１４．７７
３．１６

５．０３
３．９８

５．００
３．９９

４．０６
１７．４２

８．３２
１７．１５
１８．９７
５．９９
１４．１３
６．５０
２１．７１
―
―
―

入札代金

（円）

１０，２０６

５６，５００
２０，００６

３１，５８０
３０，５１５

３８，０５９
３０，１４８

３７，３５１
７８，０３２

１６０，０００
８５，０００
４４，２３０
１７，０００
１４，０００
８，５００
９，１２０
―
―

６７０，２４６

最高価格入
札者

岡本春道

内田弥角
岡本春道

岡本春道
岡本春道

岡本春道
岡本春道

岡本春道
内田弥角

岡本春道
岡本春道
内田弥角
岡本春道
井上達也
大沢金兵衛
井上達也
―
―
―

予定代金
（１８円２０
銭／坪）

６０，９１７

６９，６１１
１１５，２７６

１１４，２２９
１３９，３８７

１３８，５３３
１３７，１７２

１３５，９５８
８１，５４０

３４９，８３９
９０，１９１
４２，４２９
５１，６３７
１８，０３２
２３，７９９
７，６４７
―
―

１，５７６，１９７

場所（明
治２２年１０
月１９日）

第１号地

第２号地
第３号地

第４号地
第５号地

第６号地
第７号地

第８号地
第９号地

第１０号地
第１１号地
第１２号地
第１３号地
第１４号地
第１５号地
第１６号地
―
―
―

入札日

第１回
（２１日）
〃
〃

〃
第２回
（２２日）
〃
〃

〃
第３回
（２５日）
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
―
―
―

陸軍省払下予定地
（明治２１年１２月）

監軍部、旧近衛監督
部、工兵第一方面工
兵会議 〃
第一師団司令部及監
督部、法官部、旧工
兵会議、被服廠、軍
樂基本隊

〃
近衛騎兵大隊、第一
師団騎兵第一大隊

〃
第一師団�重兵第一
大隊�重廠、第一師
団監督部倉庫

〃
旧近衛陣営経理部

旧歩兵第三聯隊営
砲兵第一方面所属地

〃
憲兵本部及官舎

〃
〃
〃

有楽町練兵場
（三崎町練兵場）
合 計
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ま
と
ま
つ
た
」
こ
と
を
指
摘
し
た
。

『
丸
の
内
百
年
の
あ
ゆ
み
』
は
、
東
京
市
会
の
議
案
に
つ
い
て
、
東
京
市
会
が

取
調
委
員
選
定
の
決
議
を
可
決
し
た
が
、
払
下
契
約
が
締
結
さ
れ
た
た
め
自
然
消

滅
に
終
わ
っ
た
こ
と
、「
市
の
予
算
で
丸
の
内
の
土
地
を
購
入
す
る
こ
と
は
、
巨

額
の
起
債
で
も
し
な
い
限
り
所
詮
か
な
わ
ぬ
こ
と
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
弥
之
助

は
荘
田
平
五
郎
に
対
し
、
こ
の
市
会
の
動
き
を
十
分
考
慮
に
入
れ
て
払
下
げ
折
衝

（
�
）

を
急
が
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
、
述
べ
た
。

だ
が
、
松
方
の
依
頼
に
よ
る
、「
お
国
へ
御
奉
公
」
の
意
味
を
含
ん
だ
、「
半
ば

は
献
金
の
趣
意
を
以
つ
て
な
さ
れ
た
」
払
下
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
東
京
市
会
の
動

向
に
よ
っ
て
、
払
下
を
急
ぐ
必
要
は
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
当
時
の
東

京
市
会
は
、『
丸
の
内
百
年
の
あ
ゆ
み
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
払
下
を
受
け
る

予
算
は
無
く
、
可
決
し
た
議
案
は
調
査
委
員
の
選
定
の
議
案
で
あ
り
、
市
債
発
行

に
よ
る
の
な
ら
ば
、
市
債
発
行
規
則
等
の
様
々
な
議
決
を
経
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
上
、
東
京
市
会
が
、
取
調
委
員
の
選
定
を
可
決
し
た
三
月
三
日
の
前
日
に
は
、

『
時
事
新
報
』、『
東
京
朝
日
新
聞
』、『
朝
野
新
聞
』
紙
上
に
、「
丸
の
内
な
る
陸
軍

省
用
地
并
神
田
三
崎
町
練
兵
場
を
百
五
十
万
円
余
に
て
岩
崎
弥
之
助
氏
へ
払
下
ぐ

る
と
に
決
し
た
る
由
、
尤
も
代
金
は
即
納
の
約
定
な
り
」
と
、
岩
崎
弥
之
助
へ
の

払
下
が
報
道
さ
れ
て
い
た
。
東
京
市
会
の
対
応
の
遅
さ
は
、
東
京
市
会
が
丸
の
内

払
下
に
関
す
る
情
報
の
外
に
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
、
松
方
が
懇

請
し
た
交
渉
相
手
が
、
東
京
市
会
で
は
な
く
、
弥
之
助
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

明
治
二
三
年
二
月
二
八
日
付
、
陸
軍
大
臣
大
山
巌
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
山
県
有

朋
へ
宛
て
た
「
府
下
八
代
州
町
外
二
町
所
轄
地
及
建
物
売
却
ノ
件
」
の
閣
議
請
求

に
は
、「
最
早
年
度
モ
差
迫
リ
居
、
此
上
遷
延
候
テ
ハ
、
従
来
ノ
計
画
モ
水
泡
ニ

属
シ
候
間
、
公
売
之
義
ハ
相
止
メ
、
猶
、
当
省
、
払
下
企
望
ノ
者
ヲ
選
定
、
売
却

（
�
）

方
相
試
ミ
、
自
然
相
当
ノ
代
価
ヲ
得
候
時
機
ニ
成
立
候
ハ
ゝ
、
決
行
致
度
」
と
あ

る
。
こ
こ
か
ら
は
、
陸
軍
省
側
が
こ
れ
以
上
の
遷
延
を
危
惧
し
、
二
二
年
度
内
の

払
下
決
定
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

明
治
二
二
年
度
内
の
払
下
決
定
が
急
が
れ
る
第
一
の
理
由
は
、
二
二
年
二
月
の

（
�
）

「
会
計
法
」
改
正
と
二
三
年
四
月
一
日
か
ら
の
施
行
が
あ
げ
ら
れ
る
。「
会
計
法
」

改
正
に
よ
り
、「
法
律
勅
令
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
場
合
ノ
外
、
政
府
ノ
工
事
又
ハ
物

件
ノ
売
買
貸
借
ハ
総
テ
広
告
シ
テ
競
争
ニ
付
ス
ヘ
シ
」（
第
二
四
条
）
と
、
二
三

年
度
以
降
の
政
府
払
下
は
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
更
に
、

「
歳
入
歳
出
ノ
総
予
算
ハ
、
前
年
ノ
帝
国
議
会
集
会
ノ
始
ニ
於
テ
、
之
ヲ
提
出
ス

ヘ
シ
」（
第
五
条
）
と
、
二
四
年
度
予
算
か
ら
は
、
第
一
回
帝
国
議
会
の
（
明
治

二
三
年
一
〇
月
一
〇
日
召
集
）
承
認
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
。
二
二
年
一
一
月
の

一
般
競
争
入
札
の
結
果
は
、
陸
軍
省
の
予
定
価
格
に
は
到
底
至
ら
な
い
も
の
で
あ

り
、
そ
の
た
め
、
二
三
年
度
以
降
に
一
般
競
争
入
札
を
行
っ
て
も
、
そ
の
結
果
も
、

予
定
価
格
に
は
至
ら
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
二
三
年
二
月
二
七
日
、

内
務
大
臣
山
県
有
朋
が
陸
軍
大
臣
大
山
巌
へ
宛
て
、「
到
底
貴
省
ニ
於
テ
予
定
ノ

（
�
）

価
格
ニ
ハ
至
リ
難
ク
ト
存
候
」
た
め
、「
猶
御
勘
考
有
之
度
」
と
報
告
し
、
払
下

方
法
の
変
更
を
促
し
て
い
る
こ
と
は
、
再
入
札
を
行
っ
て
も
、
陸
軍
省
に
と
っ
て

不
利
益
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。

払
下
が
急
が
れ
る
第
二
の
理
由
は
、「
官
有
地
特
別
処
分
規
則
」、「
官
有
財
産

管
理
規
則
」、「
官
有
地
取
扱
規
則
」
の
制
定
で
あ
る
。

明
治
二
一
年
一
一
月
に
は
、「
官
有
財
産
管
理
法
・
官
有
財
産
管
理
規
則
案
」

が
松
方
へ
提
出
さ
れ
て
お
り
、「
価
格
一
万
円
以
上
、
若
ク
ハ
、
一
地
域
、
十
万

坪
以
上
ノ
土
地
、
価
格
一
万
円
以
上
若
ク
ハ
保
存
期
限
三
十
ケ
年
以
上
ノ
家
屋
建

築
物
及
航
海
用
船
舶
ノ
離
権
ヲ
ナ
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
帝
国
議
会
ノ
承
諾
ヲ
得

（
�
）

テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ
」（
第
三
条
）
と
、
価
格
一
万
円
以
上
、
一
〇
万
坪
以
上
の
土

地
の
官
有
財
産
の
離
権
に
は
、
帝
国
議
会
の
承
諾
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
規
定
さ
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れ
て
い
た
。
こ
の
規
則
案
に
対
し
、
二
三
年
三
月
一
〇
日
、
モ
ッ
セ
は
松
方
へ
宛

て
「
予
ハ
、
官
有
財
産
ノ
売
却
ハ
、
必
ス
帝
国
議
会
ノ
協
賛
ヲ
経
ヘ
シ
ト
ス
ル
ハ
、

憲
法
ノ
精
神
ニ
適
ス
ル
ヤ
否
ノ
貴
問
ニ
対
シ
、
謹
テ
左
ニ
卑
見
ヲ
開
陳
ス（
�
）
ル
」
と

し
て
、
自
説
を
述
べ
て
い
る
。

明
治
二
三
年
三
月
の
払
下
決
定
の
時
期
は
、
官
有
財
産
管
理
に
関
す
る
法
律
が

検
討
中
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
論
点
は
、
官
有
財
産
売
却
に
対
す
る
帝
国
議
会
の
承

認
規
定
で
あ
っ
た
。
結
局
、
こ
れ
ら
の
法
案
は
、
二
三
年
七
月
一
〇
日
「
官
有
地

特
別
処
分
規
則
」（
勅
令
第
一
三
五
号
）、
同
年
一
一
月
二
五
日
「
官
有
財
産
管
理

規
則
」（
勅
令
第
二
七
五
号
）、「
官
有
地
取
扱
規
則
」（
勅
令
第
二
七
六
号
）
と
し

て
成
立
し
、
官
有
財
産
売
却
の
議
会
承
認
に
つ
い
て
は
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ

が
、
官
有
財
産
売
却
に
対
す
る
議
会
の
承
認
規
定
を
検
討
し
て
い
る
時
期
に
お
い

て
は
、
法
規
制
定
以
前
に
払
下
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
。

三
月
五
日
に
岩
崎
久
弥
総
理
代
人
岩
崎
弥
之
助
か
ら
第
一
師
団
監
督
部
長
内
海

（
�
）

（
�
）

春
震
へ
宛
て
払
下
が
出
願
さ
れ
、
六
日
に
払
下
は
認
可
さ
れ
る
。
一
三
日
に
は
請

（
�
）

（
�
）

願
書
が
提
出
さ
れ
、一
九
日
に
第
百
十
九
国
立
銀
行
預
金
に
よ
る
支
払
い
許
可
願
、

（
�
）

第
百
十
九
国
立
銀
行
預
金
券
保
証
書
が
提
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
二
二
日
に
は
東
京

（
�
）

陸
軍
司
契
部
司
契
作
成
の
領
収
書
が
渡
さ
れ
る
。

こ
の
三
月
二
二
日
付
領
収
書
は
、「
明
治
廿
二
年
度
、
旧
城
堡
及
土
地
建
物
売

却
代
」
と
し
て
、「
百
貮
拾
八
万
円
」
を
領
収
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
領
収

書
は
「
明
治
二
十
三
年
三
月
二
十
日
」
に
作
成
さ
れ
、「
二
十
三
年
三
月
廿
二
日

領
収
」、「
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日
限
リ
、
大
藏
省
金
庫
局
ヘ
上
納
」
と
な
っ
て

い
る
。
一
括
払
い
と
は
い
う
も
の
の
、
第
百
十
九
国
立
銀
行
預
金
に
よ
る
支
払
い

で
あ
り
、
実
際
は
、
こ
の
預
金
が
八
回
に
分
け
て
現
金
化
さ
れ
、
二
四
年
三
月
に

完
済
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
領
収
書
か
ら
は
、
何
と
し
て
も
払
下
を

二
二
年
度
会
計
と
し
て
処
理
し
た
い
、
陸
軍
省
の
迅
速
な
対
応
が
伺
わ
れ
る
。
二

二
年
二
月
一
七
日
、
二
二
年
度
会
計
の
歳
入
は
、「
明
治
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
マ
テ
ニ
、
現
金
ヲ
金
庫
ニ
納
付
済
ノ
モ
ノ
ヲ
以
テ
、
明
治
二
十
二
年
度
ノ
所
属

ト
シ
、
其
四
月
一
日
以
後
ニ
納
付
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
総
テ
、
明
治
二
十
三
年
度
会
計

（
�
）

ト
ス
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
三
菱
へ
の
丸
の
内
払
下
の
決
定
時
期
は
、
払
下
を

二
二
年
度
会
計
で
処
理
で
き
る
、
最
後
の
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

以
上
か
ら
、
払
下
決
定
の
要
因
の
一
つ
に
は
、
丸
の
内
払
下
を
、「
会
計
法
」

改
正
施
行
と
、「
官
有
地
特
別
処
分
規
則
」、「
官
有
財
産
管
理
規
則
」、「
官
有
地

取
扱
規
則
」
の
制
定
以
前
の
、
明
治
二
二
年
度
会
計
で
の
処
理
を
必
要
と
し
た
陸

軍
省
・
政
府
側
の
事
情
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
二
二
年
度
末
ま
で
に
、
預
金
で
あ

れ
、
一
二
八
万
円
を
一
括
し
て
大
蔵
省
金
庫
へ
上
納
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
者

は
限
ら
れ
て
お
り
、
東
京
市
会
の
対
応
で
は
、
到
底
間
に
合
わ
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
六
月
時
点
で
は
丸
の
内
払
下
に
参
加
し
て
い
た
三
井
組
は
、
二
一
年
八
月
二

〇
日
に
は
、
三
池
炭
坑
の
払
下
を
受
け
て
お
り
、
二
三
年
二
月
四
日
に
は
、
三
井

銀
行
の
経
営
危
機
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
た
。
陸
軍
と
し
て
は
、「
広
ク
希
望
者

ヲ
可
募
見
込
」
で
あ
っ
て
も
、「
世
上
金
融
必
迫
、
加
之
、
巨
額
之
金
額
ニ
シ
テ
、

殊
ニ
年
度
末
ニ
モ
差
迫
」
っ
た
状
況
下
で
は
、「
容
易
ニ
之
ニ
応
ス
ヘ
キ
モ
ノ
モ

無
（
	
）」

く
、
払
下
候
補
者
と
な
り
う
る
者
は
限
ら
れ
て
い
た
。

更
に
、
土
地
の
払
下
は
、
滞
納
や
払
下
者
の
途
中
交
代
が
多
か
っ
た
。
明
治
初

年
以
降
、
武
家
地
処
分
と
秩
禄
処
分
の
一
環
と
し
て
、
土
地
の
払
下
を
繰
り
返
し

行
っ
て
い
た
東
京
府
は
、
五
年
に
は
払
下
延
納
者
に
違
約
金
を
課
し
た
が
、
六
年

（


）

に
は
利
息
を
課
す
こ
と
に
変
更
し
、
九
年
に
は
、
官
有
地
払
下
代
金
未
納
中
は

「
其
土
地
仮
有
者
ニ
シ
テ
、
所
有
之
権
無
」
い
も
の
と
し
、
皆
納
後
に
「
地
券
授

（
�
）

与
」
す
る
と
し
て
未
納
中
の
質
入
書
入
を
禁
止
し
た
。
一
八
年
一
一
月
に
は
、
ほ

（
�
）

ぼ
同
じ
内
容
の
「
官
有
地
払
下
規
定
」
が
達
せ
ら
れ
た
。
一
九
年
の
神
田
区
錦
町

の
文
部
省
用
地
の
入
札
払
下
の
際
に
は
、「
金
員
モ
多
額
」
で
あ
る
た
め
、「
中
途
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ニ
於
テ
滞
納
ス
ル
カ
、
或
ハ
紛
議
等
ヲ
相
起
候
テ
ハ
不
都
合
」
で
あ
る
と
、「
身

（
�
）

元
慥
ニ
シ
テ
、
資
力
ア
ル
モ
ノ
」
が
予
め
入
札
者
と
し
て
選
定
さ
れ
て
い
た
。
こ

う
し
た
状
況
の
中
で
、「
会
計
法
」
改
正
の
施
行
、「
官
有
地
特
別
処
分
規
則
」、

「
官
有
財
産
管
理
規
則
」、「
官
有
地
取
扱
規
則
」
の
制
定
の
い
ず
れ
に
も
関
与
し

て
い
た
大
蔵
大
臣
松
方
正
義
が
、
支
払
能
力
の
あ
る
者
を
探
し
、「
眤
懇
の
弥
之

（
�
）

助
を
訪
ね
て
、
こ
れ
が
引
受
け
を
懇
請
し
た
」
こ
と
が
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
。

４

払
下
内
容

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
払
下
決
定
に
は
陸
軍
省
・
政
府
側
の
事
情
が
大

き
か
っ
た
。
で
は
、
三
菱
側
が
、
払
下
を
受
諾
し
た
条
件
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

買
入
時
に
、
土
地
開
発
を
行
っ
た
上
で
の
、
具
体
的
な
利
回
り
計
算
は
行
わ
れ
て

い
な
い
。
高
額
な
買
入
価
格
と
日
本
最
初
の
洋
風
ビ
ジ
ネ

ス
街
建
設
構
想
に
は
、
一
般
的
な
木
造
の
貸
家
に
対
す
る

計
算
方
法
は
適
用
で
き
ず
、
算
出
不
可
能
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
後
年
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
七
月
四

日
に
な
っ
て
「
丸
ノ
内
第
三
号
館
建
築
ニ
関
ス
ル
取
調

（
�
）

表
」
が
作
成
さ
れ
、
原
価
と
年
間
償
却
を
計
算
し
、
貸

借
収
入
金
額
か
ら
償
却
率
が
計
算
さ
れ
て
い
る
。

従
来
、
明
治
二
四
年
四
月
に
三
菱
が
東
京
府
に
提
出
し

た
「
同
地
之
儀
ハ
宮
城
ニ
接
近
、
所
謂
本
市
之
中
央
ニ
位

シ
、
最
モ
枢
要
之
場
所
柄
ニ
付
…
…
、
微
力
ヲ
不
顧
、
資

（
マ
マ
）

本
ヲ
投
シ
、
石
造
練
化
等
堅
牢
ナ
ル
家
屋
ノ
外
、
其
建
築

（
�
）

ヲ
不
施
筈
之
計
画
、
罷
在
候
」
と
い
う
届
を
根
拠
に
、

「
高
邁
な
計
画
、
理
想
の
も
と
に
建
設
」

（
７９
）

が
進
め
ら
れ
た
、

と
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、「
高
邁
な
計
画
、
理
想
」
な
く

し
て
は
、
日
本
最
初
の
洋
風
ビ
ジ
ネ
ス
街
計
画
に
着
手
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
だ
が
問
題
は
、
そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
届
の
続
き
に
は
、「
此
辺
、
速
ニ
、
同

地
道
路
面
、
予
定
ノ
高
度
御
定
御
公
示
有
之
様
、
不
勝
懇
請
候
」
と
あ
り
、
こ
の

届
は
、
造
成
を
開
始
し
た
い
三
菱
が
道
路
の
幅
、
高
さ
を
知
り
た
い
と
い
う
願
書

で
あ
る
。
こ
の
文
面
は
、
二
一
年
一
一
月
入
札
時
に
公
布
さ
れ
た
「
入
札
心
得

書
」
に
あ
る
、「
払
下
地
ノ
内
、
街
路
沿
ヒ
五
間
以
内
ニ
建
物
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、

石
造
・
煉
瓦
石
造
又
ハ
土
蔵
造
ニ
限
ル
ヘ
シ
、
其
構
造
方
法
ハ
当
庁
ノ
認
可
ヲ
受

（
�
）

ク
ヘ
シ
」（
第
二
条
）
が
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、「
高
邁
な
計
画
、
理
想
」
の
他
に
、
三
菱
が
払
下
を
受
諾
し
た
理
由
は

何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
は
、
丸
の
内
の
発
展
が
あ
る
程
度
は
見
込
ま

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
二
一
年
八
月
一
七
日
、「
東
京
市
区
改
正
条
例
」
が
公

第

七

號

下
谷
区
茅
町
一
丁
目
十
一
番
地

岩
崎
久
弥
総
理
代
人
岩
崎
弥
之
助
代

岡
本
春
道

明
治
廿
二
年
度

旧
城
堡
及
土
地
建
物
売
却
代

旧
城
堡
及
土
地
建
物
売
却
代

明
治
廿
三
年

月

分

官
有
物
払
下
代

印

臨
時
歳
入

一
、
金
百
拾
八
萬
圓

印

割
印
）

但
、
旧
城
土
地
払
下
代

二
十
三
年
三
月
廿
二
日
領
収

印

右
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日
限
リ
大
藏
省
金
庫
局
ヘ
上
納

明
治
二
十
三
年
三
月
二
十
日

東
京
陸
軍
鎮
台
司
契
部
司
契

石
川
則
致

印
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布
さ
れ
る
と
、
東
京
市
政
調
査
会
案
を
広
く
世
間
に
知
ら
せ
る
た
め
、
二
二
年
五

月
二
二
日
に
は
、『
東
京
市
区
改
正
全
書
』
が
一
般
書
籍
と
し
て
販
売
さ
れ
る
に

（
�
）

至
っ
た
。
同
月
二
四
日
に
は
、「
市
区
改
正
」
地
図
が
告
示
さ
れ
、
丸
の
内
地
域

が
第
一
等
道
路
に
面
し
、
鉄
道
と
駅
を
控
え
る
場
所
に
、
市
区
改
正
上
、
予
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
で
あ
っ
た
（
図
）。
一
一
月
の
競
争
入
札
払
下
に
対

し
て
添
田
寿
一
は
、
条
約
改
正
の
中
止
に
よ
っ
て
地
価
が
三
〜
四
割
下
落
し
て
い

る
こ
と
を
理
由
に
、「
向
後
、
地
価
、
就
中
丸
ノ
内
ノ
如
キ
都
府
ノ
中
央
ニ
在
ル

地
所
ノ
価
格
ハ
、
必
ズ
年
ヲ
追
ヒ
テ
上
進
ス
ベ
キ
ガ
故
」
に
、
急
い
で
払
下
を
行

（
�
）

う
こ
と
に
反
対
し
て
い
た
。
先
の
三
菱
の
願
書
か
ら
、
三
菱
自
身
が
、「
本
市
之

中
央
ニ
位
」
置
し
、「
最
モ
枢
要
之
場
所
」
と
認
識
し
て
い
た
。

第
二
に
は
、
払
下
代
金
は
、
建
物
代
金
も
含
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
二

二
年
一
〇
月
一
九
日
の
「
入
札
心
得
書
」
で
は
、
払
下
は
、
地
所
・
置
据
建
物
と
、

取
毀
建
物
の
二
種
類
が
行
わ
れ
、「
置
据
ノ
建
物
ハ
、
地
所
ノ
価
格
ト
通
算
シ
テ

（
�
）

落
札
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
」（
第
五
条
）
と
さ
れ
、
土
地
入
札
希
望
者
は
、
そ
の

土
地
に
附
属
す
る
置
据
建
物
も
同
時
に
入
札
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
先
の

表
に
み
る
よ
う
に
、
陸
軍
省
は
、
一
二
万
円
を
建
物
売
却
予
定
代
価
と
し
て
い
た

が
、
二
三
年
三
月
の
三
菱
へ
の
払
下
代
金
は
、
領
収
書
に
「
土
地
建
物
売
却
代
」

と
あ
る
よ
う
に
、
陸
軍
省
が
土
地
と
は
別
に
予
定
し
て
い
た
置
据
建
物
売
却
代
価

を
も
含
む
価
格
と
な
っ
て
い
た
。

払
下
代
金
は
、
丸
の
内
に
有
楽
町
練
兵
場
五
二
二
六
坪
を
追
加
し
て
一
〇
〇
万

八
〇
〇
〇
円
に
下
げ
ら
れ
て
お
り
、
市
区
改
正
に
よ
る
「
道
路
川
敷
等
ニ
当
リ
、

返
地
ス
ヘ
キ
」
面
積
が
多
く
、
丸
の
内
地
域
の
払
下
だ
け
で
は
、
陸
軍
省
の
「
計

（
�
）

画
セ
ル
目
的
ヲ
達
ス
ル
」
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
陸
軍
省
側
の
都
合

に
よ
っ
て
、
三
崎
町
練
兵
場
三
万
一
〇
三
五
坪
が
追
加
さ
れ
、
払
下
金
額
は
一
二

八
万
円
と
さ
れ
た
。

図 丸の内払下予定地

出典：「市区改正設計図」明治２２年５月２４日告示（東京市役所『東京市史稿』市街篇、附図二）、

『丸の内百年のあゆみ――三菱地所社史』上巻、１９９３年、８８頁（原史料は「東京市区改正委

員会議事録」第３６号）から作成。
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三
崎
町
練
兵
場
に
面
し
た
地
域
は
、
明
治
二
二
年
八
月
五
日
に
は
、
甲
武
鉄
道

（
�
）

の
延
長
が
認
可
さ
れ
て
い
た
。
交
通
の
便
の
良
さ
は
、
土
地
の
繁
栄
の
条
件
の
一

つ
で
あ
っ
た
。
三
崎
町
練
兵
場
の
払
下
が
許
可
さ
れ
る
と
、
三
菱
は
直
ち
に
、
三

月
に
は
神
田
区
三
崎
町
三
丁
目
一
番
地
縁
土
手
敷
地
一
一
〇
一
坪
を
（
�
）、
一
一
月
二

（
�
）

一
日
に
は
同
地
一
番
地
二
号
先
道
路
四
五
八
坪
五
合
を
、
一
二
月
五
日
に
は
再
度
、

（
�
）

三
月
の
分
を
追
願
し
、
同
月
二
五
日
に
は
同
地
一
番
地
外
一
番
地
一
〇
四
坪
七
合

（
�
）

六
勺
の
払
下
を
、
東
京
府
へ
出
願
し
た
。
払
下
直
後
の
三
菱
の
三
崎
町
払
下
出
願

は
、
払
下
受
諾
時
点
で
、
三
崎
町
で
の
貸
地
・
貸
家
経
営
を
計
画
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
三
菱
に
と
っ
て
は
、
東
京
で
、
耕
地
・
更
地
を
宅
地
に
開
発
し
、

貸
地
・
貸
家
経
営
を
行
う
こ
と
は
、
駒
込
や
芝
区
愛
宕
町
で
行
っ
て
き
た
、
周
知

の
事
業
で
あ
っ
た
。

第
三
に
は
、
支
払
方
法
は
第
百
十
九
国
立
銀
行
の
預
金
券
一
二
八
万
円
で
支
払

い
、
一
三
か
月
間
で
八
回
に
分
け
て
現
金
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。「
三
菱
社
史

二
代
社
長
時
代
」
が
述
べ
る
よ
う
に
、
第
百
十
九
国
立
銀
行
は
、
そ
の
間
、
五

歩
利
付
金
禄
公
債
額
面
一
三
四
万
円
を
抵
当
と
し
て
大
蔵
省
に
納
め
、
一
三
か
月

間
で
八
回
に
分
け
て
返
納
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
八
回
目
の
完
納
月
は
、
東
京

府
に
よ
る
競
争
入
札
払
下
に
よ
る
納
入
締
切
日
と
一
致
し
て
お
り
、
陸
軍
省
の
予

定
通
り
に
な
っ
て
い
る
。
抵
当
と
な
る
公
債
は
、
七
分
利
付
金
禄
公
債
、
六
分
利

付
金
禄
公
債
、
五
分
利
付
金
禄
公
債
、
中
山
道
鉄
道
公
債
、
起
業
公
債
、
金
禄
引

換
公
債
、
整
理
公
債
、
海
軍
公
債
、
鉄
道
費
補
充
公
債
、
新
公
債
の
中
か
ら
、
第

百
十
九
国
立
銀
行
が
選
択
し
、
公
債
は
時
価
を
若
干
下
回
る
価
格
で
換
算
さ
れ
、

抵
当
品
と
し
て
は
少
額
で
済
ま
す
こ
と
が
で
き
た
。

第
百
十
九
国
立
銀
行
は
、
明
治
二
三
年
一
月
二
八
日
に
、
資
本
金
を
四
三
万
円

か
ら
一
〇
〇
万
円
に
増
資
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
預
金
獲
得
の
た
め
、
一
月
二
八

日
に
は
利
息
五
・
五
％
の
一
年
以
上
の
定
期
預
金
を
新
設
し
、
当
座
預
り
金
の
利

息
を
二
・
九
二
％
か
ら
三
・
六
％
へ
引
上
げ
、
三
月
四
日
に
は
東
京
倉
庫
会
社
の

約
束
手
形
に
限
り
割
引
を
行
い
、
三
月
一
九
日
に
は
香
港
上
海
銀
行
横
浜
支
店
に

当
座
勘
定
を
開
設
し
、
外
国
人
の
預
金
を
可
能
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
業
務
拡
大

を
行
っ
て
い
る
時
期
の
第
百
十
九
国
立
銀
行
に
と
っ
て
は
、
八
回
の
分
納
に
よ
る

現
金
化
は
、
銀
行
の
安
定
性
を
保
つ
こ
と
に
役
立
っ
た
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
三
菱
の
東
京
府
に
お
け
る
不
動
産
買
入
動
向
と
丸
の
内
払
下
に
つ

い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
を
総
括
す
る
と
、
以
下
の

点
が
指
摘
で
き
る
。

第
一
に
、
明
治
一
〇
年
代
ま
で
の
三
菱
に
お
い
て
は
、
海
運
業
な
ど
の
事
業
用

以
外
の
買
入
地
で
は
、
買
入
当
初
か
ら
の
計
画
性
は
う
か
が
わ
れ
ず
、
放
置
し
て

置
け
ば
荒
地
と
な
る
よ
う
な
土
地
を
買
入
れ
、
後
に
小
作
貸
付
や
、
道
路
を
開
鑿

し
て
交
通
の
便
を
良
く
し
、
貸
家
地
域
と
し
て
開
発
し
た
。
三
菱
は
一
八
年
以
降
、

払
下
に
も
参
加
し
た
が
、
買
入
後
直
ち
に
土
地
開
発
に
着
手
す
る
の
で
は
な
く
、

二
三
年
二
月
頃
に
な
っ
て
、
土
地
を
造
成
し
、
建
物
を
建
築
し
、
三
菱
自
身
が
地

代
・
家
賃
価
格
の
上
昇
を
形
成
す
る
、
不
動
産
経
営
を
行
っ
た
。

第
二
に
、
明
治
二
三
年
三
月
の
三
菱
に
よ
る
丸
の
内
払
下
受
諾
に
つ
い
て
は
、

荘
田
の
買
入
建
言
は
、
利
回
り
計
算
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
よ
り
も
、「
勘
」
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
払
下
決
定
の
要
因
に
は
、
陸
軍
省
・
政
府
側
の

事
情
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
陸
軍
省
・
政
府
側
は
丸
の
内
払
下
を
、

「
会
計
法
」
改
正
施
行
と
、
官
有
地
払
下
に
関
す
る
法
規
制
定
以
前
の
、
二
二
年

度
会
計
内
で
処
理
す
る
必
要
と
、
年
度
末
ま
で
に
一
括
支
払
能
力
を
示
す
こ
と
が

可
能
な
者
へ
の
払
下
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
三
菱
は
、
陸
軍
省
側
の
一
八
〇
万
円
と
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い
う
希
望
価
格
を
認
識
し
つ
つ
も
、
丸
の
内
払
下
に
最
後
ま
で
参
加
し
て
お
り
、

こ
の
こ
と
は
三
菱
が
払
下
受
諾
の
意
志
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

陸
軍
省
側
の
状
況
は
、
買
入
交
渉
に
細
心
の
注
意
を
払
う
三
菱
に
と
っ
て
、
有
利

に
交
渉
を
進
め
る
こ
と
に
役
立
っ
た
と
い
え
よ
う
。
丸
の
内
払
下
価
格
は
、
競
争

入
札
時
の
三
菱
の
価
格
よ
り
は
高
額
で
あ
っ
た
点
で
、
安
価
な
土
地
を
集
積
す
る

従
来
の
三
菱
の
買
入
方
針
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
土
地
を
開
発
し
、

よ
り
高
額
な
地
代
・
家
賃
価
格
を
形
成
す
る
不
動
産
経
営
を
行
な
う
と
い
う
点
で

は
、
丸
の
内
払
下
は
、
明
治
一
〇
年
代
か
ら
の
三
菱
の
不
動
産
経
営
の
方
針
を
引

き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
三
菱
に
と
っ
て
、
丸
の
内
は
市
区
改
正
に
お
い
て
、
第

一
等
道
路
に
面
す
る
、
駅
を
控
え
る
予
定
地
と
な
っ
て
お
り
、
地
価
の
上
昇
が
見

込
ま
れ
る
、
発
展
が
予
想
さ
れ
る
土
地
で
あ
っ
た
。
払
下
に
追
加
さ
れ
た
神
田
区

三
崎
町
で
の
、
不
動
産
経
営
は
、
三
菱
に
と
っ
て
、
周
知
の
事
業
で
あ
り
、
丸
の

内
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
街
建
築
に
着
手
す
る
際
の
、
危
険
の
分
散
の
一
要
素
と
は
な
っ

た
と
い
え
よ
う
。

註（
１
）
三
菱
は
、
時
代
に
よ
っ
て
改
称
を
行
な
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
三
菱
と
統

一
す
る
。

（
２
）「
地
所
建
物
買
受
根
据
帳
」
第
壱
、
第
四
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐2391
、

M
A

‐2388

。「
三
菱
社
史

初
代
社
長
時
代
」
上
巻
・
中
巻
・
下
巻
、
三
菱

史
料
館
所
蔵M

A

‐6043

、M
A

‐6044

、M
A

‐6045

。
旗
手
勲
氏
は
、『
三

菱
社
誌
』
か
ら
、
土
地
集
積
の
過
程
と
、
土
地
の
利
用
目
的
を
分
類
し
、
収

支
状
況
を
検
討
さ
れ
た
（
旗
手
勲
「
三
菱
生
成
期
の
経
済
活
動
と
土
地
所

有
」『
歴
史
学
研
究
』
第
三
一
九
号
、
一
九
六
六
年
一
二
月
。
同
「
三
菱
生

成
期
に
お
け
る
資
本
蓄
積
と
土
地
所
有
」
上
・
下
『
歴
史
学
研
究
』
第
三
二

五
・
三
二
六
号
、
一
九
六
七
年
六
・
七
月
）。

（
３
）「
地
所
建
物
買
受
根
据
帳
」第
壱
〜
第
一
三
号
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐2388

〜M
A

‐2400

、「
地
税
家
賃
収
納
根
据
簿
」
明
治
二
〇
年
、
三
菱
史
料
館
所

蔵M
A

‐2410

、「
貸
地
貸
家
根
据
簿
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐2402

、「
地

所
建
物
売
渡
証
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐12001

‐4

〜24

、「
三
菱
社
業
提

綱
附
録
三
地
所
家
屋
代
価
調
書
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐1126

。

（
４
）
買
入
代
金
は
、「
向
島
隅
田
村
外
壱
ケ
村
収
納
米
勘
定
記
」「
明
治
十
七
年

分

雑
書
類
綴

地
所
係
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐2406

。
明
治
二
三
年
、

二
五
年
、
二
六
年
に
買
い
足
さ
れ
て
い
る
。「
地
所
建
物
買
受
根
据
帳
」
第

三
、
第
六
、
第
七
、M

A

‐2390

、M
A

‐2393

、M
A

‐2394

。「
地
所
売
渡

証
」明
治
一
〇
年
一
一
月
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐9576

。「
地
所
・
建
物

売
渡
証
」
明
治
一
二
年
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐9636

。「
宅
地
・
建
家
売

渡
証

明
治
一
五
年
分
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐12001

‐4

。「
地
所
建
物

売
渡
証

南
葛
飾
郡
隅
田
村

明
治
二
三
年
―
明
治
二
五
年
」
三
菱
史
料

館
所
蔵M

A

‐12001

‐13

。「
三
菱
社
史

二
代
社
長
時
代
」
三
菱
史
料
館
所

蔵M
A

‐6046

。
三
菱
社
誌
刊
行
会
編
『
三
菱
社
誌
』
第
六
、
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
七
九
年
、
五
八
五
頁
。

（
５
）
こ
の
よ
う
な
土
地
買
入
方
法
は
、
明
治
一
一
年
五
月
の
深
川
区
伊
勢
崎
町

の
土
地
・
家
屋
買
入
の
際
に
も
行
わ
れ
た
。

（
６
）
明
治
二
二
年
一
月
二
七
日
付
、
岩
崎
宛
安
生
順
四
郎
書
簡
で
は
、「
日
光
地

所
拾
弐
万
坪
斗
、
御
買
取
候
儀
、
其
際
、
申
上
候
通
、
尊
台
御
名
義
ニ
而
者
、

高
価
被
相
成
候
モ
難
斗
ニ
付
、
野
沢
泰
次
郎
名
義
ニ
致
し
置
、
同
人
ヨ
リ
証

書
相
渡
サ
セ
、
地
券
不
残
受
取
、
本
月
尊
名
ニ
書
換
可
申
与
存
奉
候
得
共
…

…
」（「
他
向
来
翰
」
明
治
二
二
年
一
月
―
六
月
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐

4285

）、
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
弥
太
郎
没
後
に
は
、
二
代
社
長
弥
之
助
で
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は
な
く
、
久
弥
名
義
に
書
換
え
ら
れ
、
岩
崎
家
の
長
子
相
続
方
針
を
示
し
て

い
る
。

（
７
）「
願
窺
届
上
申
写
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐891

。
史
料
中
の
読
点
、
傍
線

は
筆
者
が
付
し
た
。
以
下
、
同
様
。

（
８
）
明
治
一
九
年
以
降
に
は
、
更
に
買
入
が
進
め
ら
れ
、
明
治
二
四
年
に
は
、

北
豊
島
郡
巣
鴨
町
・
巣
鴨
村
も
買
入
れ
ら
れ
た
。
前
掲
「
地
所
建
物
買
受
根

据
帳
」
第
壱
、
第
三
、
第
四
、
第
六
、
第
八
、
第
九
、
第
十
、
第
十
一
、
第

十
二
、三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐2388

、M
A

‐2390

、M
A

‐2391

、M
A

‐2393

、

M
A

‐2395

、M
A

‐2396

、M
A

‐2397

、M
A

‐2398

、M
A

‐2399

、「
地
所

・
建
物
売
渡
証
」
明
治
一
二
年
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐9636

、「
地
所
売

渡
証
」
明
治
一
八
年
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐9778

、「
建
物
売
渡
証
」
三

菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐12070

、「
地
所
譲
与
之
証

明
治
一
八
年
分
」
三
菱

史
料
館
所
蔵M

A

‐12001

‐6

、「
地
所
建
物
売
渡
証

本
郷
区
湯
島
切
通

明
治
一
九
年
―
明
治
二
九
年
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A
‐12001

‐23

、「
地
所

・
建
物
売
渡
之
証

明
治
二
〇
年
分
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐12001

‐9

、

「
地
所
建
物
売
渡
証

小
石
川
区
巣
鴨
駕
篭
町
ほ
か

明
治
二
一
年
―
明
治

二
六
年
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M
A

‐12001

‐16

、「
地
所
売
渡
之
証

明
治
二

一
年
分
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐12001

‐10

、「
地
所
建
物
売
渡
証

北
豊

島
郡
巣
鴨
村

明
治
二
三
年
―
明
治
二
五
年
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A
‐

12001

‐15

、
前
掲
「
三
菱
社
史

初
代
社
長
時
代
」、
前
掲
「
三
菱
社
史

二
代
社
長
時
代
」。
三
菱
社
誌
刊
行
会
編
『
三
菱
社
誌
』
第
十
、
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
八
〇
年
、
四
九
四
頁
、
第
十
一
、
九
一
・
一
〇
七
頁
。

（
９
）
前
掲
「
各
所
来
翰

明
治
十
五
年
中

地
所
係
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐

2403

。

（
１０
）
同
前
「
各
所
来
翰

明
治
十
五
年
中

地
所
係
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐

2403

。

（
１１
）
高
知
県
士
族
、
明
治
八
年
五
月
二
日
に
、
当
外
三
等
級
で
敦
賀
丸
雑
掌
と

し
て
勤
務
、
一
三
年
一
一
月
九
日
、
内
方
元
締
助
役
に
任
命
さ
れ
た
。

（
１２
）
前
掲
「
各
所
来
翰

明
治
十
五
年
中

地
所
係
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐

2403

。

（
１３
）
同
前
「
各
所
来
翰

明
治
十
五
年
中

地
所
係
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐

2403

。

（
１４
）
前
掲
「
明
治
十
七
年
分

雑
書
綴
全

地
所
係
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐

2406

。

（
１５
）
同
前
「
明
治
十
七
年
分

雑
書
綴
全

地
所
係
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐

2406

。

（
１６
）「
地
所
係

来
翰

本
社

明
治
一
三
年
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐7284

。

（
１７
）
前
掲
「
各
所
来
翰

明
治
十
五
年
中

地
所
係
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐

2403

。

（
１８
）
こ
の
水
害
に
よ
り
、
小
作
人
か
ら
「
米
上
リ
薄
ク
…
…
納
米
、
石
代
金
ヲ

以
テ
上
納
」
す
る
こ
と
が
願
出
ら
れ
る
と
、
坂
田
の
伺
い
に
対
し
、
会
計
課

萩
友
五
郎
は
、「
相
当
ノ
相
場
ヲ
以
テ
代
金
納
」
の
許
可
を
提
案
し
、
荘
田

は
、「
相
場
未
定
ニ
候
ハ
ヾ
…
…
石
代
凡
積
リ
ヲ
以
受
取
置
、
追
テ
…
…
石

代
ヲ
定
精
算
」
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
（
前
掲
「
明
治
十
七
年
分

雑
書
綴

全

地
所
係
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐2406

）。

（
１９
）
前
掲
「
地
所
建
物
買
受
根
据
帳
」
第
壱
〜
第
一
三
号
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A
‐2388

〜M
A

‐2400

、「
地
税
家
賃
収
納
根
据
簿
」
明
治
二
〇
年
三
菱
史
料

館
所
蔵M

A

‐2410

、「
貸
地
貸
家
根
据
簿
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐2402

、

「
地
所
建
物
売
渡
証
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐12001

‐4

〜24

、「
三
菱
社
業

提
綱
附
録
三
地
所
家
屋
代
価
調
書
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐1126

。
牛
山
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敬
二
氏
は
、
三
菱
社
時
代
の
、
土
地
買
入
資
金
に
、
日
本
郵
船
株
式
が
売
却

さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
（
牛
山
敬
二
「
明
治
・
大
正
期

に
お
け
る
三
菱
の
土
地
投
資
」『
農
業
総
合
研
究
』
第
二
〇
巻
第
二
号
、
一

九
六
六
年
）。

（
２０
）「
明
治
二
二
年

法
律
命
令
録
三

地
籍

庶
務
課
」（
東
京
都
『
東
京
市

史
稿
』
市
街
篇
、
第
七
六
、
一
九
八
五
年
、
二
〇
九
頁
）。

（
２１
）「
官
衙
願
伺
届
並
諸
達
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐1356

。

（
２２
）
同
前
「
官
衙
願
伺
届
並
諸
達
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐1356

。

（
２３
）
前
掲
「
地
所
建
物
買
受
根
据
帳
」
第
十
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M
A

‐2397

。

（
２４
）「
地
所
建
物
買
受
根
据
帳
」
第
十
、
第
十
三
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐2397

、

M
A

‐2400

、「
地
所
建
物
売
渡
証

芝
区
高
輪
ほ
か

明
治
二
三
年
―
明
治

二
四
年
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐12001
‐19
。

（
２５
）「
雑
録
全

第
六
巻
第
十
二
類
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐2407

。

（
２６
）「
他
向
送
翰
写
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐1014

。

（
２７
）
同
前
「
他
向
送
翰
写
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐1014
。

（
２８
）「
他
向
来
翰
」
明
治
二
二
年
一
月
―
六
月
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐4285

。

（
２９
）「
明
治
廿
三
年
迄
東
京
府
下
家
屋
台
帳
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A
‐2470

。

（
３０
）「
他
向
来
翰
」
明
治
二
五
年
一
月
―
六
月
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A
‐4289

。

（
３１
）「
丸
ノ
内
の
歴
史
」
そ
の
１
（
１
―
１０
）、
そ
の
２
（
１１
―
１８
）
一
九
六
二

・
一
九
六
三
年
、
そ
の
３
（
１９
―
２５
）
一
九
六
四
年
、
そ
の
４
（
２６
―
３１
）

一
九
六
八
年
、
そ
の
５
（
３２
―
３７
）、
そ
の
６
（
道
路
・
上
水
に
つ
い
て
）、

三
菱
史
料
館
所
蔵Y

02

‐1

〜6

。

（
３２
）
宿
利
重
一
『
荘
田
平
五
郎
』
対
胸
舎
、
一
九
三
二
年
、
四
六
三
頁
。

（
３３
）
前
掲
「
丸
ノ
内
の
歴
史
」
そ
の
３
、
四
頁
。

（
３４
）
中
田
乙
一
編
『
縮
刷

丸
の
内
今
と
昔
』（
三
菱
地
所
株
式
会
社
、
一
九
五

二
年
、『
丸
ノ
内
今
と
昔
』
赤
星
陸
治
、
冨
山
房
、
一
九
四
〇
年
を
底
本
）

二
五
頁
。

（
３５
）
岩
崎
彌
太
郎
岩
崎
彌
之
助
傳
記
編
纂
会
編
『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
下
、
一
九

七
一
年
（
復
刊
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
）
四
〇
九
頁
。

（
３６
）
三
菱
地
所
株
式
会
社
社
史
編
纂
室
編
『
丸
の
内
百
年
の
あ
ゆ
み
―
―
三
菱

地
所
社
史
』
上
巻
、
一
九
九
三
年
、
九
九
頁
。

（
３７
）
前
掲
『
荘
田
平
五
郎
』
四
六
三
〜
四
六
七
頁
。

（
３８
）
前
掲
『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
下
、
四
〇
九
〜
四
一
〇
頁
。

（
３９
）
前
掲
『
丸
の
内
百
年
の
歩
み
―
三
菱
地
所
社
史
』
上
巻
、
九
三
頁
。

（
４０
）「
公
文
類
纂
」
明
治
二
二
年
第
一
三
編
第
一
三
巻
兵
制
四
（
国
立
公
文
書
館

所
蔵
）。

（
４１
）「
荘
田
平
五
郎
氏
は
欧
米
諸
国
漫
遊
の
為
め
弥
々
昨
十
六
日
横
浜
出
帆
の
神

戸
丸
尓
乗
組
み
出
発
し
た
る
尓
つ
き
福
沢
諭
吉
岩
崎
弥
之
助
、
森
岡
昌
純
の

諸
氏
を
始
め
同
氏
の
朋
友
数
十
名
或
は
新
橋
停
車
場
又
は
横
浜
ま
で
見
送
り

た
る
よ
し
」（『
時
事
新
報
』
明
治
二
二
年
一
月
一
七
日
）。

（
４２
）
前
掲
『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
下
、
五
七
三
頁
。

（
４３
）
明
治
二
一
年
一
〇
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
の
、
三
菱
の
田
巻
家
へ
の
土

地
抵
当
貸
金
と
新
潟
県
蒲
原
地
方
の
買
入
交
渉
の
際
、
東
京
に
い
る
荘
田
と

新
潟
に
い
る
濱
政
弘
は
、
電
報
と
書
簡
に
よ
っ
て
連
絡
を
取
り
合
っ
た
。

（
４４
）
前
掲
『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
下
、
五
七
五
頁
。

（
４５
）「
他
向
来
翰
」
明
治
二
二
年
七
月
―
一
二
月
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐4286

。

前
掲
、『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
下
、
四
〇
六
〜
四
〇
八
頁
。

（
４６
）
前
掲
『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
下
、
四
〇
六
頁
。

（
４７
）
前
掲
『
丸
の
内
百
年
の
あ
ゆ
み
―
―
三
菱
地
所
社
史
』
上
巻
、
八
五
〜
八

七
頁
。
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（
４８
）
前
掲
「
他
向
来
翰
」
明
治
二
二
年
七
月
―
一
二
月
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐

4286

。

（
４９
）「
明
治
廿
三
年

閣
省
訓
令
録

第
二
課
」（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
５０
）
同
前
「
明
治
廿
三
年

閣
省
訓
令
録

第
二
課
」（
東
京
都
公
文
書
館
所

蔵
）。

（
５１
）『
時
事
新
報
』
明
治
二
二
年
一
二
月
一
二
日
。

（
５２
）「
荘
田
、
藤
田
両
氏
の
帰
朝

三
菱
社
員
荘
田
平
五
郎
、
報
知
新
聞
社
員
藤

田
茂
吉
の
両
氏
は
…
…
倫
敦
に
て
遂
に
相
伴
ひ
、
廻
り
て
今
は
米
国
に
渡
航

せ
り
、
然
る
に
両
氏
と
も
去
る
廿
一
日
、
米
国
桑
港
発
の
オ
セ
ア
ニ
ッ
ク
号

に
乗
組
、
帰
朝
の
途
に
就
き
た
り
と
の
電
報
親
戚
の
許
に
達
し
た
り
と
云
へ

ば
、
多
分
来
月
十
日
前
後
に
は
横
浜
に
帰
着
す
る
な
ら
ん
と
云
ふ
」（『
時
事

新
報
』
明
治
二
二
年
一
一
月
二
七
日
）。

（
５３
）「
荘
田
平
五
郎
、
藤
田
茂
吉
の
両
氏
は
一
昨
日
午
後
三
時
横
浜
入
港
の
オ
シ

ア
ニ
ッ
ク
号
に
て
横
浜
に
着
夕
汽
車
に
て
帰
京
せ
り
と
い
ふ
」（『
中
外
商
業

新
報
』
明
治
二
二
年
一
二
月
一
〇
日
）。

（
５４
）
前
掲
「
明
治
廿
三
年

閣
省
訓
令
録

第
二
課
」（
東
京
都
公
文
書
館
所

蔵
）。

（
５５
）
前
掲
『
丸
の
内
百
年
の
あ
ゆ
み
―
―
三
菱
地
所
社
史
』
上
巻
、
九
三
頁
。

原
史
料
は
、
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
。

（
５６
）「
三
菱
社
史

二
代
社
長
時
代
」
に
は
、
払
下
決
定
の
要
因
に
つ
い
て
の
記

述
は
無
く
、『
荘
田
平
五
郎
』
に
も
無
い
。「
丸
の
内
の
歴
史
」
に
も
払
下
決

定
に
関
す
る
記
述
は
無
い
。

（
５７
）
前
掲
『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
下
、
四
〇
五
〜
四
〇
九
頁
。

（
５８
）
前
掲
『
丸
の
内
百
年
の
あ
ゆ
み
―
―
三
菱
地
所
社
史
』
上
巻
、
九
四
頁
。

（
５９
）「
公
文
類
聚
」
明
治
二
三
年
第
一
四
編
第
六
六
巻
土
地
一
（
国
立
公
文
書
館

所
蔵
）。

（
６０
）「
会
計
法
」
改
正
に
つ
い
て
は
、
旗
手
勲
氏
が
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る

（「
三
菱
の
不
動
産
経
営
―
明
治
期
」『
経
済
論
集
』（
愛
知
大
学
）
一
三
四
号
、

一
九
九
四
年
二
月
）
が
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。

（
６１
）
前
掲
「
公
文
類
聚
」
明
治
二
三
年
第
一
四
編
第
六
六
巻
土
地
一
。

（
６２
）「
官
有
財
産
管
理
法
・
官
有
財
産
規
則
法
案
」
明
治
二
一
年
一
一
月
、「
松

方
正
義
関
係
文
書
」
第
四
一
冊
一
四
乙
。

（
６３
）「
官
有
財
産
ノ
売
却
ニ
関
ス
ル
「
モ
ッ
セ
」
氏
意
見
」「
松
方
正
義
関
係
文

書
」
第
四
一
冊
一
七
。

（
６４
）「
陸
軍
省
御
省
御
所
轄
地
御
払
下
願
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐8000

‐1

。

（
６５
）「
陸
軍
省
御
所
轄
地
御
払
下
願
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐8000

‐1

。

（
６６
）「
請
願
書
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐8000

‐3

。

（
６７
）「
第
百
十
九
国
立
銀
行
預
リ
金
ニ
ヨ
ル
支
払
許
可
願
」
三
菱
史
料
館
所
蔵

M
A

‐8000

‐4

。

（
６８
）「（
東
京
第
百
十
九
国
立
銀
行
預
リ
金
券
保
証
）
証
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐8000

‐5

。

（
６９
）「
領
収
書
」
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐8000

‐6

。

（
７０
）
明
治
二
二
年
二
月
一
七
日
、
法
律
第
一
一
号
。

（
７１
）
第
一
七
六
号
「
岩
崎
久
弥
ヘ
払
下
タ
ル
三
崎
町
地
所
ノ
件
」『
壹
大
日
記
』

明
治
二
三
年
四
月
（
防
衛
研
究
所
図
書
館
所
蔵
）。

（
７２
）「
坤
部

布
令
留
」（
東
京
都
『
東
京
市
史
稿
』
市
街
篇
、
第
五
四
、
一
九

六
三
年
、
一
〇
〇
〇
〜
一
〇
〇
一
頁
）。

（
７３
）「
明
治
九
年

東
京
府
布
達
全
書
」（
東
京
都
『
東
京
市
史
稿
』
市
街
篇
、

第
五
八
、
一
九
六
六
年
、
二
六
六
〜
二
六
七
頁
）。

（
７４
）「
明
治
十
八
年
東
京
府
達
丙
号
」（
東
京
都
『
東
京
市
史
稿
』
市
街
篇
、
第
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七
〇
、
一
九
七
九
年
、
二
六
五
〜
二
六
六
頁
）。

（
７５
）
明
治
一
九
年
九
月
「
文
部
省
用
地
々
所
建
物
払
下
之
儀
ニ
付
照
会
按
」（
東

京
都
『
東
京
市
史
稿
』
市
街
篇
、
第
七
六
、
二
一
〇
頁
）。

（
７６
）
前
掲
『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
下
、
四
〇
五
頁
。

（
７７
）
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
七
月
四
日
「
丸
ノ
内
第
三
号
館
建
築
ニ
関
ス
ル

取
調
表
」
三
菱
史
料
館
所
蔵IW

S

‐25

。

（
７８
）「
各
官
衙
諸
願
伺
届
留
」
明
治
二
二
年
六
月
―
明
治
二
四
年
一
二
月
、
三
菱

史
料
館
所
蔵M

A

‐2471
。

（
７９
）
前
掲
『
岩
崎
彌
之
助
傳
』
下
、
四
一
二
〜
四
一
三
頁
。

（
８０
）
前
掲
「
明
治
廿
三
年

閣
省
訓
令
録

第
二
課
」（
東
京
都
公
文
書
館
所

蔵
）。

（
８１
）
御
厨
貴
『
首
都
計
画
の
政
治
―
―
形
成
期
明
治
国
家
の
実
像
』
山
川
出
版

社
、
一
九
八
四
年
、
三
〇
五
頁
。

（
８２
）
添
田
寿
一
「
官
有
地
（
丸
ノ
内
）
払
下
ケ
ニ
対
ス
ル
意
見
書
」
明
治
二
二

年
一
一
月
一
六
日
『
松
方
正
義
関
係
文
書
』
第
四
一
冊
一
六
。

（
８３
）
前
掲
「
明
治
廿
三
年

閣
省
訓
令

第
二
課
」（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
８４
）
第
一
七
六
号
「
岩
崎
久
弥
ヘ
払
下
タ
ル
三
崎
町
地
所
ノ
件
」『
壹
大
日
記
』

明
治
二
三
年
四
月
（
防
衛
研
究
所
図
書
館
所
蔵
）。

（
８５
）
甲
武
鉄
道
株
式
会
社
「
甲
武
鉄
道
市
街
線
紀
要
」
明
治
二
九
年
六
月
（
野

田
正
穂
・
原
田
勝
正
編
・
青
木
栄
一
編
『
明
治
前
期
鉄
道
資
料
第
二
集
地
方

鉄
道
史
第
四
巻
社
史
（
４
）』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
八
〇
年
）
七
〜
八

頁
。

（
８６
）「
官
省
」
明
治
二
三
年
一
月
―
二
三
年
四
月
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐6766

。

（
８７
）「
官
省
」
明
治
二
三
年
九
月
―
一
二
月
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐4220

。

（
８８
）
同
前
「
官
省
」
明
治
二
三
年
九
月
―
一
二
月
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐4220

。

（
８９
）
同
前
「
官
省
」
明
治
二
三
年
九
月
―
一
二
月
、
三
菱
史
料
館
所
蔵M

A

‐4220

。
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